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はじめに

近年、急速な少子高齢化やライフスタイルの多様化

により、生活習慣病や要介護者の増加、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による社会生活様式の変化は

心身の健康に大きな影響を与えています。

私たちを取り巻く社会環境が大きく変化する中、

いつまでも心身ともに充実した生活を送るために

健康であることは、全ての町民の願いです。

本町では、平成27年３月に「第２次森町健康増進計画・森町食育推進計画」

を策定し、一人一人が自分の健康に関心を持ち、行政・関係団体・各家庭等

が一体となった健康づくりに取り組んできました。

この度、これまでの計画における取組を評価、検証するとともに、課題の

整理、目標設定やその達成に向けた施策の見直しを行い、「全ての町民が健

やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」を基本目標とした「第３

次森町健康増進計画・森町食育推進計画」を策定しました。

この計画は、令和18年度までを計画期間とし、個人の行動と健康状態の改

善に加え、社会環境の整備やその質の向上などに取り組み、更なる「健康寿

命の延伸」と「健康格差の縮小」を目指し、町民一体となった健康づくりに

取り組んでいきたいと考えております。

今後は本計画に基づき、健康増進と食育の取組を一体的に展開し、健康な

地域社会づくりを進めてまいりますので、関係者の皆様のご理解、ご協力を

お願い申し上げます。

結びに、本計画の策定に当たり、森町健康づくり推進協議会委員の皆様を

はじめ、アンケート調査を通じて貴重なご意見を賜りました町民の皆様、関

係機関の皆様に心から感謝を申し上げます。

令和７年３月

森町長 太田 康雄
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１ 計画策定の背景

１

第１章 計画の背景と趣旨

●健康づくりに関する国・県の動き

我が国は、生活水準の向上や医療技術の進歩により、平均寿命が伸び世界有数の長寿国となってい

ます。しかし、その一方で急速な少子高齢化やライフスタイルの多様化に伴い、食生活、運動習慣を

原因とする生活習慣病や寝たきりなどの要介護人口が増加し、医療費や介護費用及びこれらを支える

人々の負担の増大も深刻な社会問題となっています。また、健康状態が日頃の生活習慣や体質によっ

て左右されるだけでなく、社会的地位や経済状況が健康を左右する｢健康格差｣が問題となってきてい

ます。

こうした状況の下、国では、令和４年10月に｢健康日本21(第二次)｣最終評価報告書が公表され、令

和５年５月、｢全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現｣というビジョンの下、

誰一人取り残さない健康づくりを推進する｢健康日本21(第三次)｣が策定されています。

県では、令和６年６月に生活習慣病の予防とともに、身体やこころの健康の維持及び向上を図るこ

とで｢すべての県民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現｣を目指す｢第４次静岡県健康

増進計画｣を策定し、｢健康寿命の延伸｣と｢健康格差の縮小｣を大目標に掲げ、県民一人一人が主体的に

取り組むとともに、社会全体で県民の取組を支援し、誰一人取り残さない健康づくりを目的としてい

ます。

●健康日本21(第三次)の概念図

厚生労働省：健康日本21(第三次)推進のための説明資料から作成



２

●食育に関する国・県の動き

健康寿命の延伸に向け、栄養バランスに配慮した食生活の重要性が増している一方で、少子高齢化

の進行、単身世帯の増加、中食の拡大等、家庭の状況や生活の多様化により、健全な食生活を実践す

ることが困難な場面も増加しています。また、地域の伝統的な食文化の継承機会の減少や食品ロスの

発生、自然災害への備えなど新たな取組が必要とされています。

国ではこうした食を取り巻く環境の変化を背景に、健康や食を取り巻く環境の変化、社会のデジタ

ル化など食育をめぐる状況を踏まえ、①生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進、②持続可能な

食を支える食育の推進、③｢新たな日常｣やデジタル化に対応した食育の推進に重点を置いた取組を盛

り込んだ｢第４次食育推進基本計画｣を令和３年３月に策定しています。

県においても、令和６年３月、｢第４次静岡県食育推進計画｣を策定し、目指す姿を｢食を通して人を

育む｣とし、生涯を通じて望ましい食生活を実践する力を身につけ、健全な心と身体を培うとともに、

自然や人の恩恵の上に成り立つ感謝の念や理解を深め、豊かな人間性を育むことを目指しています。

２ 計画策定の趣旨
森町においては、平成21年３月に森町健康増進計画・森町食育推進計画を一体的な計画とした｢健康

もりまち21｣を策定、平成27年３月には｢第２次森町健康増進計画・森町食育推進計画｣を策定し、町民

の健康づくりと食育の推進を行ってきました。

令和６年度は、第２次計画の最終年度を迎え、これまでの取組の評価や課題を踏まえつつ、国や県

の取組に沿った｢第３次森町健康増進計画・森町食育推進計画｣を策定し、町民一人一人が主体的かつ

継続的に健康づくりや食育に取り組み、健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目指し、誰一人取り残さ

ない健康づくりを推進していきます。



３

３ 計画の位置付け
本計画は、｢健康増進法｣第８条第２項に基づく市町村健康増進計画、及び｢食育基本法｣第18条第１

項に基づく市町村食育推進計画として位置付けられる計画であり、国の｢健康日本21(第三次)｣や｢第４

次食育推進基本計画｣、静岡県の｢第４次静岡県健康増進計画｣｢第４次静岡県食育推進計画｣などに対応

した計画となっています。

また、｢第９次森町総合計画｣を上位計画とし、本町の健康づくりや食育に関する施策や事業を進め

るための計画として位置付け、関連計画などとの整合性を図っていきます。

計画の位置付け

国 静岡県

森町

健康日本21(第三次)

第４次食育推進基本計画

健やか親子21

第４次静岡県健康増進計画

第３次静岡県歯科保健計画

第４次静岡県がん対策推進計画

第４次静岡県食育推進計画

第９次森町総合計画

森町地域福祉計画・森町地域福祉活動計画・森町自殺対策計画

第３次森町健康増進計画・
森町食育推進計画

(本計画)

ほか関連諸計画

森町母子保健計画

森町国民健康保険
第３期データヘルス計画及び

第４期特定健康診査等実施計画

森町こども計画

森町障がい者計画
森町障がい福祉計画・
森町障がい児福祉計画

森町高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画



４

４ 計画の期間
本計画の期間は、令和７年度から令和18年度までの12年間とします。なお、原則として、年度ごと

に計画の評価を行い、計画の中間時期(令和12年度)には取組の進捗状況や社会情勢の変化を踏まえ、

中間評価を行い、見直しを行います。最終年度である令和18年度中に最終評価を行います。

R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 R12 R17 R18

第９次森町総合計画(H28～R７)

森町地域福祉計画・
森町地域福祉活動計画

(H28～R５)

森町自殺対策計画
(H31～R５)

森町地域福祉計画・
森町地域福祉活動計画・

森町自殺対策計画
(R６～R10)
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データヘルス計画・及び
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(H30～R５)

第２期森町子ども・
子育て支援事業計画

(R２～R６)

森町国民健康保険第３期
データヘルス計画・及び

第４期特定健康診査等実施計画
(R６～R11)

森町こども計画(R７～R11)
(第３期森町子ども・
子育て支援事業計画)

第２次森町健康増進計画・
森町食育推進計画

(H27～R６)
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第３次森町健康増進計画・
森町食育推進計画(本計画)

(R７～R18)



１ 人口・世帯の状況

５

第２章 現状と課題

(１)人口の推移

資料：住民基本台帳

(各年４月１日現在)

森町の人口は、令和６年３月31日現在17,143人で、年々減少傾向にあります。

年齢３区分別にみると、年少人口と生産年齢人口の減少は続いており、高齢人口は増加を続けてい

ます。

65歳以上の高齢者が総人口に占める割合を高齢化率といいます。令和５年度の高齢化率は36.4％と

静岡県の30.7％より上回っており、年々上昇し、また静岡県との差は拡大しています。

(２)高齢化の推移

資料：静岡県人口動態統計
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-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年度

令和６年度

増減数

平成26年度 令和６年度 増減数

三倉 329 285 ▲ 44

天方 423 392 ▲ 31

森 2,583 2,762 179

一宮 607 615 8

園田 1,128 1,259 131

飯田 1,365 1,444 79

地域別世帯数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年度

令和６年度

減少率

平成26年度 令和６年度 減少率

三倉 896 622 30.6%

天方 1,310 1,007 23.1%

森 7,454 6,697 10.2%

一宮 1,925 1,722 10.5%

園田 3,595 3,324 7.5%

飯田 4,224 3,771 10.7%

地域別人口

６

(３)地区別人口と地区別世帯数

三倉、天方などの北部地区は人口が少なく、地区間の人口の偏りがみられます。

平成26年度と比べた令和６年度の人口の増減をみると、三倉、天方地区は20％以上減少しています

が、他の４地区の減少幅は10％前後となっています。

世帯数の増減をみると、三倉、天方の２地区は減少している一方、森、一宮、園田及び飯田の４地

区は増加しています。

資料：住民基本台帳

(各年４月１日現在)

資料：住民基本台帳

(各年４月１日現在)
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７

森町の産業全体としては、第３次産業のサービス業が年々増加し、令和２年度は52.8％と最も多く

なっています。第２次産業は年々減少しているものの、令和２年度は38.9％と従事者の３分の１を占

めています。第１次産業も年々減少していますが、割合は7.6％と県の3.5％と比較をすると高くなっ

ています。茶・メロン・レタス・米作りなどの農業が盛んです。

(４)産業別人口

資料：国勢調査

(１)出生率の状況

２ 出生の状況

令和４年度の出生率は4.1％と、静岡県に比べ低い値となっており、減少傾向にあります。合計特殊

出生率も平成10年度～平成14年度の1.55から減少しており、平成30年度～令和４年度では、1.28と

県・全国と比較しても低い値となっています。

資料：静岡県人口動態統計
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８

(２)第３子以上の出生児の割合

第３子以上の出生児の割合は、低下傾向にはありますが、県や西部保健所管内より高い状況が続い

ています。

資料：静岡県人口動態統計

(３)低出生体重児の割合
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年次推移をみると、県平均は横ばい傾向ですが、森町は低下傾向にあり、令和元年度から県平均を

下回る状況が続いています。

資料：静岡県人口動態統計
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３ 死亡の状況

９

(１)死亡率

令和３年度の死亡原因割合の順位は、１位が｢悪性新生物｣、２位｢老衰｣、３位｢心疾患｣、４位｢脳血

管疾患｣となっています。平成24年度の２位は｢心疾患｣でしたが、令和３年度は高齢化の影響を受け

｢老衰｣が増加し２位となっています。また、割合が増加している死因は｢悪性新生物｣、｢老衰｣、｢脳血

管疾患｣、｢腎不全｣、｢自殺｣となっています。

令和３年度は｢悪性新生物｣、｢心疾患｣、｢脳血管疾患｣を合わせた生活習慣病が死因全体の42.4％と

半数近くを占めています。

(２)死因

令和３年度の死亡率は15.1と、高齢化の影響もあり、静岡県(12.0)、全国(11.7)に比べて高くなっ

ています。年次推移をみると、令和元年度、令和２年度を除き、おおむね上昇傾向にあります。
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資料：静岡県人口動態統計・市区町別推計人口表

資料：静岡県人口動態統計



10

静岡県や全国の死因別死亡率を基準(100)として、森町の死亡状況を表した標準化死亡比(ＳＭＲ)※

の全体では全国ＳＭＲで97.3、静岡県ＳＭＲで96.2と、100を下回る良好な状況にあります。

主な死因別の標準化死亡比を高い順にみると、｢老衰｣が顕著に高く、｢腎不全｣、｢自殺｣も100を上

回っています。

資料：静岡県 死因別標準化死亡比(H29-R３)

(３)標準化死亡比(ＳＭＲ)

４ 健診(検診)の状況
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受診率は、新型コロナウイルス感染症の影響があった令和２年度を除いて40％台となっており、県よ

り高い状況です。
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資料：KDB｢地域の全体像の把握｣

181.8 

118.5 
105.3 

90.1 88.5 84.5 

63.7 

97.3 

125.7 

115.7 107.4 

79.1 

93.4

89.2 
75.7 

96.2 

0

50

100

150

200

老衰 腎不全 自殺 脳血管疾患 悪性新生物 心疾患 肺炎 全体

死因別標準化死亡比(平成29年-令和３年)

(全国ＳＭＲの高い順)

全国ＳＭＲ

※全国平均を100とする

静岡県ＳＭＲ

※静岡県平均を100とする

※標準化死亡比
国または県の平均を100としており、標準化死亡比が100以上の場合は国または県の平均より死亡率が多いと判断され、100以下の場合

は死亡率が低いと 判断される。

0246810
12

数量

グラフ タイトル

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

0246810
12

数量

グラフ タイトル

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



11

②特定保健指導実施率・終了率の推移

特定保健指導の実施率は、令和５年度80.2％と県よりも大幅に高くなっていますが、終了率は60％

～70％台前半となっています。

令和５年度の積極的支援の実施率は68.6％に対し、終了率は48.6％と低くなっています。動機付け

支援は実施率が85.2％であり、終了率は79.0％となっています。
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資料：特定健康診査・特定保健指導実施結果報告
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③メタボリックシンドローム該当者・予備群の推移

メタボリックシンドローム該当者・予備群は20％台前半で推移しており、県や国より低い状況が続

いていますが、令和４年度まで上昇傾向が続いていることに注意が必要です。

性別にみると、男女ともに県や国を下回っており、特に男性で大幅に低くなっています。

21.0 
22.5 23.0 

25.0 
22.8 

28.0 
29.8 29.6 29.8 29.8 

30.3 
32.1 31.8 31.7 31.5 

15

20

25

30

35

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

(%)

メタボリックシンドローム該当者・

予備群の年次推移【男女計】

森町 静岡県 全国

30.2 

32.9 32.8 

36.2 

30.1 

44.7 

47.4 47.5 47.8 47.6 

48.4 

51.2 50.9 50.7 50.5 

25

30

35

40

45

50

55

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

(%)

メタボリックシンドローム該当者・

予備群の年次推移【男性】

森町 静岡県 全国

12.9 
13.7 

14.6 
15.1 

12.4 

15.0 

16.1 15.8 15.7 15.8 

16.7 

17.9 17.6 17.3 17.2 

10

12

14

16

18

20

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

(%)

メタボリックシンドローム該当者・

予備群の年次推移【女性】

森町 静岡県 国

資料：KDB｢地域の全体像の把握｣



13

④項目別有所見者割合の比較

特定健康診査検査値の有所見者割合を経年でみると、血圧(収縮期、拡張期)は令和５年度は低下し

ていますが、収縮期血圧で約５割は有所見となっています。糖尿病の検査の１つであるＨｂＡ１ｃ、

ｅＧＦＲ(腎機能)の有所見者の割合は増加傾向にあり、ＨｂＡ１ｃは約７割が有所見となっています。

性別でみても、同様の傾向が見られます。

令和５年度の有所見者割合をみると、血圧、ＨｂＡ１ｃ、ｅＧＦＲの全ての項目で国、県よりも高

くなっています。

資料：KDB｢厚生労働省様式５－２｣
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森町のがん検診受診率の推移をみると、胃がん検診は横ばい、肺がん検診、大腸がん検診及び子宮

頸がん検診は減少傾向、乳がん検診は増加傾向になっています。

令和４年度のがん検診受診率を国、県と比べると、胃がん検診は県よりやや低いものの、他のがん

検診は県、全国と比べると高くなっています。
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資料：地域保健・健康増進事業報告

資料：地域保健・健康増進事業報告
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資料：地域保健・健康増進事業報告

(３)骨粗しょう症検診受診率

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳を対象とした骨粗しょう症検診の令和５年度の受診率

は、全ての対象年齢で県を大きく上回っています。

また、受診者数は令和３年度以降横ばいですが、要精密検査者は令和４年度に急増し、令和５年度

は令和３年度の約２倍となっています。
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資料：地域保健・健康増進事業報告
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４か月児健康診査受診率は、令和元年度を除いて90％台後半から100％台前半で推移しており、令和

５年度は103.0％となっています。

10か月児健康診査受診率は、令和３年度以降増加傾向にあり、令和５年度は100.0％となっています。

１歳６か月児健康診査受診率は、令和４年度を除いて90％台後半で推移しており、令和５年度は

97.5％となっています。

また、３歳児健康診査受診率も90％台後半で推移しており、令和５年度は95.6％となっています。

(４)乳幼児健康診査受診率

資料：地域保健・健康増進事業報告

※前年度対象児の受診も含まれているため、受診率が100%を超える場合があります。
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資料：学校体格集計

肥満傾向児の割合を性別にみると、男子は小学生、中学生ともに増加傾向にあります。女子は小

学生は増加傾向にある一方、中学生では低下傾向にあります。

※肥満傾向児…性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上をいう。
※肥満傾向児の算出方法

肥満度 ＝〔実測体重(kg)－身長別標準体重(kg)〕／身長別標準体重(kg)×100(%)

(５)肥満傾向児の状況
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資料：地域保健・健康増進事業報告
５歳児歯科調査結果
学校歯科検診結果

資料：乳幼児健康診査・相談
歯科問診票

①乳幼児、学童

むし歯のあるこどもの割合は、３歳児では５％以下で推移しています。５歳児では令和元年度に

39.2％と高くなっていましたが、令和２年度以降20％台で推移しています。小学６年生では年々減少

傾向にあり、令和５年度で11.6％です。中学３年生は令和３年度38.7％と上昇しましたが、その後は

減少傾向です。

また、おやつをこども任せに与えている割合は、令和４年度を除いて10％台前半で推移しており、

令和５年度は10.7％となっています。

(６)歯と口の健康状況
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40歳、50歳、60歳、70歳を対象とした歯周疾患検診の令和４年度の受診率は、県と比較して、50歳、

60歳、70歳で高くなっています。

年齢別結果割合をみると、40歳、60歳、70歳で要精密検査の割合が50％以上となっています。
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資料：R５年度歯科保健対策実施状況調査結果 資料：地域保健・健康増進事業報告
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５ 国民健康保険の状況

厚生労働省による令和４年度｢医療費の地域差分析｣において、森町国民健康保険の被保険者の平均

年齢が医療費に与えた影響を見ることができます。

これによると、森町の令和４年度一人当たり医療費は416,226円で県や国より高くなっていますが、

森町の平均年齢が高いことを調整して比較した｢年齢調整後一人当たり医療費｣は386,316円と7.2％低

下し、国より低くなります。国を｢１｣としたときの一人当たり医療費指数は、年齢調整前の1.054から

0.978大幅に低下します。
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資料：医療費の地域差分析(令和４年度)(厚生労働省)
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資料：KDB｢健診・医療・介護からみる地域の健康課題｣

森町国民健康保険の医科医療費は、令和３年度に大幅に上昇しています。また、被保険者一人当た

り医療費は、令和２年度に県より高くなり、令和３年度に大幅に増加して以降、県より高い状態が続

いています。

(１)医療費と一人当たり医療費と医科医療費の推移

(２)一人当たり医療費の比較
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788
721

令和５年度医療費

生活習慣病等医療費 その他医療費

(47.8%)

単位:億円

医療費
1,509
億円 (52.2%)

20

その他…脳梗塞、狭心症、脳出血、慢性腎臓病(透析無)、脂肪肝、心筋梗塞、高尿酸血症、動脈硬化症
資料：KDB｢健診・医療・介護データからみる地域の健康課題｣

生活習慣との関連が高い生活習慣病等医療費は、令和５年度医療費全体の約52％を占めています。

この生活習慣病等医療費の中では、筋・骨格系疾患、慢性腎臓病(透析有)、糖尿病の医療費割合が、

県や国よりも高くなっています。特に、慢性腎臓病(透析有)の割合は、国の２倍以上です。

疾病分類別医療費の推移をみると、令和元年度と比較して令和５年の医療費が増加しているものは、

がん、筋・骨格系、慢性腎臓病(透析有)で、特にがん、慢性腎臓病(透析有)が増加しています。

資料：KDB｢健診・医療・介護データからみる地域の健康課題｣
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糖尿病性腎症

59%

腎硬化症

19%

慢性糸球体

腎炎

6%

その他

6% 不明

10%

新規透析患者における原因疾患の割合

(令和元年度～令和５年度合計)
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人工透析者が該当する腎臓機能障害１級の身体障害者手帳交付者は、おおむね60人で推移していま

す。新規手帳交付者は、令和元年度から令和４年度までは６～８人で推移していましたが、令和５年

度は３人に減少しています。

令和元年度から令和５年度までの５年間の新規手帳交付者は、60～69歳が最も多くなっていますが、

59歳以下の合計割合をみると37.5％であり、３人に１人は働く世代の人が占めています。

令和元年度から令和５年度までの新規透析患者における原因疾患が糖尿病性腎症の割合は50％以上

を占めています。新規透析患者における原因疾患が糖尿病性腎症の人は令和元年度から３～５人で推

移しています。

(４)人工透析の状況

資料：身体障害者手帳交付数 資料：身体障害者手帳交付数
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30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計 割合

総数 61 59 61 62 62 - -

新規手帳交付者数 7 8 6 8 3 32 100.0%

新
規
交
付
者
内
訳

39歳以下 1 1 3.1%

40～49歳 1 1 1 3 9.4%

50～59歳 2 3 2 1 8 25.0%

60～69歳 2 2 2 3 1 10 31.3%

70～79歳 1 1 2 6.3%

80歳以上 2 1 3 2 8 25.0%

資料：身体障害者手帳交付数
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(５)歯科医療費

歯科医療費及びレセプト一件当たりの歯科医療費は、令和３年度をピークに令和４年度から低下し

ており、レセプト一件当たりの歯科医療費は、県よりも低くなっています。

12,320 

12,580 12,620 

12,100 

11,630 

11,650 12,430 12,270 12,290 12,130 

96.1 

94.2 
100.8 

97.4 
96.2 

80

85

90

95

100

105

11,000

11,200

11,400

11,600

11,800

12,000

12,200

12,400

12,600

12,800

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

医療費

(百万円)

レセプト一件

当たりの

医療費(円)
歯科医療費推移

森町 一件当たり歯科医療費 静岡県 一件当たり歯科医療費 森町 歯科医療費

資料：KDB｢健診・医療・介護からみる地域の健康課題｣
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(１)要介護認定者数の状況

資料：KDB｢要介護(支援)者認定状況｣

資料：KDB｢地域の全体像の把握｣

６ 要介護(要支援)認定者数の状況

人口の高齢化に伴い、介護保険の認定者数は年々増加していましたが、令和３年度をピークに横ば

い状態となっており、令和５年度には1,073人となっています。

要介護認定率は、令和５年度には17.6％となっており、令和３年度18.3％を境に減少傾向にありま

す。国と比較すると、低い値で推移しています。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

認定者数(人) 1,022 1,060 1,096 1,060 1,073 

第２号被保険者 23 23 19 16 18 

65～74歳 74 75 101 85 98 

75歳以上 925 962 976 959 957 

認定率(第１号被保険者) 17.9% 17.9% 18.3% 17.9% 17.6%

1,022 1,060 1,096 1,060 1,073 

17.9 17.9 
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第２号被保険者 65～74歳 75歳以上 認定率(第１号被保険者)

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

森町 17.9 17.9 18.3 17.9 17.6

静岡県 17.2 17.6 18.1 17.3 17.5

国 19.6 19.9 20.3 19.4 19.7

17.9 17.9 
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19.6 
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(%) 要介護認定率の比較

森町 静岡県 国
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要介護(要支援)度別にみると、要介護２以上の割合が令和４年度以降50％以上となっており、中度

～重度の割合が高くなっています。特に、要介護４は令和５年度178人と令和元年度の124人より約

44％増加しています。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

要支援１ 85 79 86 76 86

要支援２ 90 107 112 108 110

要介護１ 341 352 366 330 331

要介護２ 174 173 182 188 158

要介護３ 115 140 135 121 111

要介護４ 124 120 131 147 178

要介護５ 93 89 84 96 99

要介護２以上の割合 49.5% 49.2% 48.5% 51.8% 50.9%

49.5 49.2
48.5 51.8

50.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(%)
介護度別認定者数の推移

７ 平均寿命と健康寿命

令和２年の平均寿命は、男性81.6歳(全国平均 81.5歳・静岡県平均 81.6歳)、女性 87.9歳(全国平

均 87.6歳・静岡県平均 87.5歳)と全国平均や県平均と男性は同水準、女性は若干高くなっています。

資料：令和２年市区町村別簡易生命表
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森町 静岡県 全国

資料：KDB｢要介護(支援)者認定状況｣

(２)要介護(要支援)度別の状況

(１)平均寿命
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(２)健康寿命

健康寿命とは、健康上の問題によって、日常生活が制限されることなく生活できる期間です。健康

寿命の指標としての平均自立期間は、令和５年度において男性は80.5年で県と同等、女性は87.0年で、

県や国よりも２年強長くなっています。

平均余命から平均自立期間を差し引いた、日常生活に制限がある期間の平均は、男女ともに県や国

より短くなっています。
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(男性)平均余命と平均自立期間、日常生活に制限がある期間の平均(令和５年度)

(女性)平均余命と平均自立期間、日常生活に制限がある期間の平均(令和５年度)
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【参考】平均余命と平均自立期間について

資料：KDB｢地域の全体像の把握｣
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８ 町民アンケートからみる森町の健康状況(一部抜粋)

(１)アンケート調査概要

①調査目的

｢第２次森町健康増進計画・森町食育推進計画｣が令和６年度をもって計画期間が終了するた

め、健康や食育に関する町民の意識や現状を把握することで次期計画に活用することを目的と

して、アンケート調査を実施しました。

②調査対象

調査対象を４つのカテゴリーに分け、それぞれ調査票を作成し、集計しました。

・就学前児童の保護者

・小学生の保護者【対象：小学４年生の保護者】

・中高生【対象：中学３年生又は高校２年生】

・成人【対象：20歳代～70歳代】

③調査方法

アンケート調査(質問紙・Web併用)

④調査期間

質問紙：2024年９月６日(金)発送 ～ 2024年９月24日(火)返送期限

Ｗｅｂ：2024年９月６日(金)～ 2024年９月24日(火)

⑤回収数

発送数 回収数 回収率

就学前児童保護者 339 178 52.5%

小学生保護者 144 70 48.6%

中高生 289 82 28.4%

成人 1,228 502 40.9%

合計 2,000 832 41.6%
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①朝食を食べますか

②朝食は誰と食べますか

朝食を毎日食べる人の割合(子どもだけ(２人以上)・子ども１人で)は、20歳代が62.0％と最も低く、

30歳代が76.1％及び40歳代は78.3％と80％を下回っています。

こどもだけで朝食を食べる割合は、就学前児童で27.5％、小学生･中高生では40％台となっています。
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③主食・主菜・副菜がそろっている食事

主食・主菜・副菜がそろっている食事を１日に２回以上ほとんど毎日食べている割合を年代別に

比較すると、｢中高生｣が75.6％と一番高く、｢就学前｣が60.7％と一番低い状況です。
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④塩分のとり過ぎに気をつけていますか

塩分のとり過ぎに気をつけているかについては、全体では、｢はい｣が65.3％、｢いいえ｣が34.3％

となっています。

年代別に回答割合をみると、20歳代のみ｢はい｣より｢いいえ｣の方が多くなっています。
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⑤食品ロスのために行動していますか

食品ロス削減のために行動している割合を年代別に比較すると、｢中高生｣が74.4％と一番高く、

｢就学前｣が57.9％と一番低い状況です。
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災害に備えて、食料や飲料の準備をしている割合を年代別に比較すると、｢中高生｣が82.9％と一

番高く、｢成人｣が63.3％と一番低い状況です。

⑥災害時に備えて、食料や飲料の準備をしていますか。
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①普段運動をしていますか

②ロコモティブシンドローム(運動器症候群)を知っていますか

ロコモティブシンドロームについての認識は、全体では｢知らない｣の割合が最も高く52.2％、次

いで｢言葉は知っていて、意味も大体知っている｣が14.7％、｢言葉は知っていたが、意味はあまり

知らない｣が11.2％、｢言葉も意味もよく知っている｣が10.2％、｢言葉は聞いたことあるが、意味は

知らない｣が9.8％となっています。

年齢別に回答割合をみても、全年齢で｢知らない｣が一番高い状況です。

成人では運動をしている割合が50％を下回っており、20歳代から低下を続け、50歳代の27.7％が

最も低く、60歳代から増加しています。
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6.0
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8.7
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10.0
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44.1

39.5
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70.4

68.0
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70歳代(n=111)

60歳代(n=114)

50歳代(n=83)

40歳代(n=69)

30歳代(n=71)

20歳代(n=50)

言葉も意味もよく知っている 言葉は知っていて、意味も大体知っている 言葉は知っていたが、意味はあまり知らない

言葉は聞いたことあるが、意味は知らない 知らない 無回答者

(３)｢運動｣について
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③フレイルを知っていますか

フレイルについての認識は、全体では、｢知らない｣の割合が最も高く59.8％、次いで｢言葉は

知っていて、意味も大体知っている｣が11.2％、｢言葉も意味もよく知っている｣が10.4％、 ｢言葉

は聞いたことあるが、意味は知らない｣が10.2％、｢言葉は知っていたが、意味はあまり知らない｣

が7.2％、｢無回答者｣が1.4％となっています。

年齢別に回答割合をみても、全年齢で｢知らない｣が一番高い状況です。

※｢フレイル｣とは、｢加齢により心身の機能が低下し、｢健康｣な状態から｢要介護｣へと移行する中間段階｣のことです。
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16.2
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2.9

7.0

4.0
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6.0

59.8

51.4

54.4

59.0

66.7

69.0

72.0
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総計(n=502)

70歳代(n=111)

60歳代(n=114)

50歳代(n=83)

40歳代(n=69)

30歳代(n=71)

20歳代(n=50)

言葉も意味もよく知っている 言葉は知っていて、意味も大体知っている 言葉は知っていたが、意味はあまり知らない

言葉は聞いたことあるが、意味は知らない 知らない 無回答者
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①ストレスがありますか

ストレスがある割合は、中学生・高校生では男性が女性よりやや高くなっています。

成人では40歳代及び50歳代を除いて、女性が男性より高くなっています。

15.9

10.7

18.2

29.6

17.2

2.0

11.8

13.3

31.8

57.1

57.6

59.3

65.5

48.0

41.2

52.8

25.0

28.6

24.2

7.4

13.8

44.0

31.4

27.5

27.3

3.6

3.7

3.4

6.0

15.7

6.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中高生(n=44)

20歳代(n=28)

30歳代(n=33)

40歳代(n=27)

50歳代(n=29)

60歳代(n=50)

70歳代(n=51)

成人全体(n=218)

【男性】

大いにあった 多少あった あまりない 全くない

13.2

21.1

21.6

23.8

29.6

9.4

21.7

20.7

31.6

57.9

70.3

59.5

51.9

65.6

43.3

57.2

44.7

21.1

8.1

14.3

16.7

25.0

26.7

19.6

10.5

2.4

1.9

8.3

2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中高生(n=38)

20歳代(n=19)

30歳代(n=37)

40歳代(n=42)

50歳代(n=54)

60歳代(n=64)

70歳代(n=60)

成人全体(n=276)

【女性】

大いにあった 多少あった あまりない 全くない

(４)｢休養・こころ｣について
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②ストレス解消法はありますか

ストレス解消法がある割合は、男女ともに年齢が高くなるにつれて低下傾向となります。

なかでも30歳代の女性は他の年代よりも解消法がある割合が62.2％と低くなっています。

86.4

82.1

81.8

85.2

65.5

70.0

60.8

72.5

6.8

17.9

18.2

14.8

34.5

30.0

39.2

27.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中高生(n=44)

20歳代(n=28)

30歳代(n=33)

40歳代(n=27)

50歳代(n=29)

60歳代(n=50)

70歳代(n=51)

成人全体(n=218)

【男性】

ある ない 無回答

89.5

78.9

62.2

81.0

74.1

68.8

61.7

69.9

10.5

21.1

37.8

19.0

25.9

31.3

35.0

29.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中高生(n=38)

20歳代(n=19)

30歳代(n=37)

40歳代(n=42)

50歳代(n=54)

60歳代(n=64)

70歳代(n=60)

成人全体(n=276)

【女性】

ある ない 無回答
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③睡眠で休養が取れていますか

この１か月で睡眠による休養が取れているかについては、全体では、｢まあまあ取れている｣の割

合が最も高く58.8％、次いで｢あまり取れていない｣が20.5％、｢充分取れている｣が18.1％、｢全く

取れていない｣が2.4％となっています。

年齢別に回答割合をみても、どの年代も｢まあまあ取れている｣が一番高い状況です。

18.1 

21.6 

18.4 

15.7 

18.8 

16.9 

14.0 

58.8 

59.5 

59.6 

50.6 

58.0 

60.6 

66.0 

20.5 

17.1 

20.2 

28.9 

21.7 

16.9 

20.0 

2.4 

0.9 

1.8 

4.8 

1.4 

5.6 

総計(n=502)

70歳代(n=111)

60歳代(n=114)

50歳代(n=83)

40歳代(n=69)

30歳代(n=71)

20歳代(n=50)

充分取れている まあまあ取れている あまり取れていない 全く取れていない 無回答

④悩みや不安を相談できる人や場所がありますか

｢悩みを相談できる人がいるか｣については、全体では、｢はい｣が61.0％、｢いいえ｣が36.6％と

なっています。

性別に回答割合をみても、男女ともに｢はい｣が一番高い状況です。

【中学生・高校生】

61.0

71.1

52.3

36.6

28.9

43.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計(n=82)

女(n=38)

男(n=44)

はい いいえ 無回答者

悩みを相談できる人や場所があるかについては、全体では、｢ある｣が76.7％、｢ない｣が22.3％と

なっています。

年齢別に回答割合をみても、どの年代も｢ある｣が一番高い状況です。

【成人】
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72.1

73.7

72.3
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78.9

86.0

22.3

26.1

24.6

26.5

15.9

21.1

14.0
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40歳代(n=69)
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20歳代(n=50)

ある ない 無回答
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⑤心の健康状態に不安を感じたときに医療機関を受診しますか

⑥地域社会活動、趣味やボランティアなどを行っていますか

心の健康状態に不安を感じたときに医療機関を受診するかについては、全体では、｢しない｣の割

合が最も高く42.8％、次いで｢わからない｣が38.0％、｢する｣が18.7％となっています。

年齢別に回答割合をみると、40歳代・60歳代は｢わからない｣、それ以外の年齢は｢しない｣が一番

高い状況です。

地域社会活動、趣味やボランティアなどについては、全体では、｢いずれも行っていない｣の割合

が最も高く52.8％、次いで｢何らかの活動を行っている｣が45.2％となっています。

年齢別に回答割合をみると、60歳代を除いた全年齢で｢いずれも行っていない｣ が高い状況です。

18.7

20.7

20.2

21.7

18.8

12.7

12.0

42.8

50.5

36.0

41.0

29.0

52.1

50.0

38.0

28.8

42.1

37.3

52.2
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38.0
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40歳代(n=69)
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20歳代(n=50)

する しない わからない 無回答
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14.0
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43.0
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56.3
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20歳代(n=50)

何らかの活動を行っている いずれも行っていない 無回答者
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飲酒頻度は、全体では、｢ほとんど飲まない(飲めない)｣の割合が最も高く55.0％、次いで｢毎日｣

が14.5％、｢月１～３日｣が10.8％、｢週１～２日｣が9.6％、｢週５～６日｣が5.0％、｢週３～４日｣が

4.6％となっています。

①お酒を飲む頻度はどれくらいですか

35

②たばこを吸いますか

喫煙の有無については、全体では、｢吸う｣の割合が12.7％、｢時々吸う｣が1.6％と、喫煙習慣の

ある方が合計で14.3％います。

年齢別に喫煙習慣のある方(｢吸う｣｢時々吸う｣)の回答割合をみると、20歳代から40歳代にかけて

20％程度で推移し、40歳代をピークに年代が高くなるにつれて徐々に割合は低下しています。
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吸う 時々吸う 吸っていたがやめた 吸わない 無回答者
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(５)｢アルコール・たばこ・薬物｣について
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③(吸う人のみ)お子さまの近くでたばこを吸うことがありますか

受動喫煙の頻度は、全体では、｢全くない｣の割合が最も高く53.8％、次いで｢月１回程度｣が

12.7％、｢ほぼ毎日｣が7.8％、｢週に数回程度｣が7.4％、｢週１回程度｣が5.6％となっています。

年齢別に回答割合をみても、どの年代も｢全くない｣が一番高い状況です。

④家庭や職場等で受動喫煙がありましたか

こどもの近くでたばこを吸う家族がいるとの回答割合は、就学前児童で20.6％、小学４年生で

42.9％と高い割合になっています。

20.6

42.9

79.4

57.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前児童(保護者)

(n=68)

小学４年生(保護者)

(n=35)

はい いいえ
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①１日に何回歯磨きしますか

１日３回以上歯磨きをする人の割合は、児童・生徒では、年齢が上がるほど高くなっていますが、

20歳代になると減少しています。

成人では、全ての年代で１日２回の割合が多い状況です。

44.0

52.4

30.0

35.2

29.0

39.8

36.8

32.4

44.0

34.1

56.0

49.3

56.5

41.0
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4.0
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0.9

小学４年生(保護者)

(n=75)
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20歳代(n=50)

30歳代(n=71)

40歳代(n=69)

50歳代(n=83)

60歳代(n=114)

70歳代(n=111)

３回以上 ２回 １回 みがかない時がある みがいていない 無回答者

②現在の歯の本数

現在の歯の本数は、全体では、｢24本以上｣の割合が最も高く61.0％、次いで｢20～23本｣が22.9％、

｢19本以下｣が14.1％となっています。

年齢別に回答割合をみると、20歳代から60歳代は｢24本以上｣、70歳代は｢19本以下｣が一番高い状

況です。
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③予防のために、１年に１回以上、定期的な歯の検診を受けていますか

定期的な歯の検診を受けているかについては、全体では、｢はい｣が54.6％、｢いいえ｣が45.0％と

なっています。

年齢別に回答割合をみると、20歳代・40歳代は｢いいえ｣、それ以外の年齢は｢はい｣が高い状況で

す。
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①成人のＢＭＩ

20歳代は、男性28.6％、女性31.6％と男女ともに、やせ(ＢＭＩ18.5未満)の割合が高くなってい

ます。

30歳代以降は、男性は50歳代までは肥満の割合が上昇しています。女性は、どの年代においても

やせと肥満の割合が同水準となっています。
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【評価】目標値を達成している ――――――――― ◎

目標値には達しないが改善している ――― ○

変わらない ―――――――――――――― △

悪化している ――――――――――――― ×

評価できない ――――――――――――― ー

※質問票が変わりデータがない、直近のデータがない等

１ これまでの取組の評価及び課題

前計画の数値目標の達成状況は以下のとおりで、目標値を達成したものは16項目、目標値には到達

しなかったが改善しているものは８項目、変わらないものが５項目、悪化しているものが31項目、評

価できないものが７項目でした。

これらの結果を踏まえて本計画の目標値を設定し、健康づくり施策の推進に取り組んでいきます。

第３章 現行計画の評価

(１)第２次健康増進計画の評価

①栄養・食生活

【指標に対する結果及び評価一覧】

目標 指標 活用可能な指標 計画策定時
目標値

(中間評価後)
現状値 評価

朝食を毎日食べるこどもを
増やす

朝食を毎日食べるこども
の割合

教育委員会朝食
摂取状況調査

(H25)

幼稚園児 96.3% 100%

(R５)

100% ◎

小学生 85.7% 100% 97.0% ×

朝食を毎日食べる人を増やす 朝食を抜く人の割合
特定健康診査
問診票

(H24)

男性 4.0% 0%

(R５)

7.6% ×

女性 2.1% 0% 3.2% ×

妊娠直前にやせている人の
割合を減らす

妊娠前にＢＭＩ18.5未満
の人の割合

母子健康手帳交
付アンケート

(H25) 19.0% 減少傾向 (R５) 17.5% ◎

低出生体重児の割合を減らす 低出生体重児の割合 低体重児出生届 (H25) 11.1% 減少傾向 (R５) 9.4% ◎

肥満傾向の小学生の割合を
減らす

肥満度20%以上の小学生
の割合

森町学校体格
集計

(H25)

男子 15.5% 減少傾向

(R５)

12.6% ◎

女子 10.8% 減少傾向 9.4% ◎

肥満傾向の中学生の割合を
減らす

肥満度20%以上の中学生
の割合

森町学校体
格集計

(H25)

男子 11.2% 減少傾向

(R５)

15.6% ×

女子 6.1% 減少傾向 7.9% ×

ＢＭＩ25以上の人の割合を
減らす

ＢＭＩ25以上の人の割合
特定健健康診査
結果

(H25)

男性 17.6% 12%以下

(R５)

24.2% ×

女性 15.9% 10%以下 20.3% ×

食事を控えている人の割合を
増やす

腹八分目で食事量を抑え
ている人の割合

特定健康診査
問診票

(H25) 53.5% (H29) 60.2% -

就寝前の夕食を控える人の
割合を増やす

就寝前に夕食をとる人の
割合

特定健康診査
問診票

(H24)

男性 9.7% 減少傾向

(R５)

13.2% ×

女性 3.5% 減少傾向 4.8% ×

野菜を毎食食べる人の割合を
増やす

野菜を毎食食べている人
の割合

特定健康診査
問診票

(H25) 71.8% 100% (R３) 57.9% ×

甘い飲物をとる人の割合を
減らす

甘い飲み物を週３日以上
とる人の割合

特定健康診査
問診票

(H25) 25.1% (H29) 23.4% -

間食や甘い飲み物をとる人の
割合を減らす

朝昼夕の３食以外に間食
や甘い飲み物をほとんど
とらない人の割合

特定健康診査
問診票

(H30)

21.1% 男性 40.0%

(R５)

30.2% ×

15.1% 女性 30.0% 14.6% ×



目標 指標 活用可能な指標 計画策定時
目標値

(中間評価後)
現状値 評価

定期的に運動している人を
増やす

週１日以上定期的に運動
している人の割合

特定健康診査
問診票

(H24) 36.6% 増加傾向 (R５) 37.4% ◎

日常生活で体をよく動かして
いる人を増やす

１年以上運動している人
の割合

特定健康診査
問診票

(H24)

男性 51.5% 50%

(R５)

51.0% ◎

女性 49.9% 50% 52.1% ◎

歩く速度が早い人を増やす 歩く速度が速い人の割合
特定健康診査
問診票

(H24) 44.4% 50%以上 (R５) 45.6% ○

介護保険サービス利用者を
減らす

介護保険サービス利用者
数

介護保険統計 (H26) 599人 増加の抑制 (R５) 1,073人 ×

【結果及び評価】

朝食を毎日食べるこども(小学生)、朝食を毎日食べる人、就寝前の夕食を控える、野菜を毎食食

べるなど、全体的に計画策定時の数値から悪化している項目が多い傾向でした。今後もこどもの健

診・相談の場や保育園・幼稚園、小中学校、子育て支援センターと連携し、あらゆる機会に正しい

食生活の普及啓発を図ることが必要です。

肥満傾向の中学生、ＢＭＩ25以上の人の割合は男女とも増加しているため、学校と連携した保健

指導や特定保健指導、健康づくり講演会等において、栄養に関する知識やバランスの良い食事につ

いて学ぶことができる機会を作り、一人一人が食生活の改善に取り組むよう支援することが必要で

す。

②運動

【結果及び評価】

【指標に対する結果及び評価一覧】

週１日以上定期的に運動している割合、１年以上運動している人の割合は目標を達成しています

が、介護保険サービス利用者数は増加しており、計画策定時の数値から悪化しています。

今後も運動についての具体的な情報提供や森町健康マイレージの利用を図り、運動実践のきっか

けや継続した運動につながるように支援し、生活の中で運動を習慣化できるようにしていきます。

また、森町地域包括支援センターとも連携し、介護予防事業を実施し、元気な高齢者を増やして

いく必要があります。
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目標 指標 活用可能な指標 計画策定時
目標値

(中間評価後)
現状値 評価

睡眠によって十分休養が
取れた人の割合を増やす

睡眠によって休養が
取れたと感じる人の割合

特定健康診査
問診票

(H24) 78.1% 85%以上 (R５) 72.9% ×

ストレスがたまっている人の
割合を減らす

ストレスがたまっている
と感じる人の割合

特定健康診査
問診票

(H25) 26.6% 減少傾向 (R３) 22.4% ◎

ゆったりとした気分でこ
どもと過ごせる時間があ
る母親の割合

健やか親子21
アンケート

-
４か月児
95.0%

(R５)

97.1% ◎

-
１歳６か月児

85.0%
63.0% ×

- ３歳児 75.0% 70.6% ×

自殺者の減少 自殺死亡者数 人口動態統計 (H24) ４人 ０人 (R４) ４人 △

目標 指標 活用可能な指標 計画策定時
目標値

(中間評価後)
現状値 評価

喫煙習慣のある人を減らす 喫煙習慣のある人の割合
特定健康診査
問診票

(H24)

男性 19.9% 15%以下

(R５)

22.2% ×

女性 2.7% 2%以下 4.4% ×

喫煙している妊婦を減らす
喫煙している妊婦(母親)
の割合

母子健康手帳交
付アンケート

(H25) 1.9% 0% (R５) 1.6% ○

妊婦の受動喫煙をなくす
同居家族が喫煙している
人の割合

母子健康手帳交
付アンケート

(H25) 42.6% 30%以下 (R５) 44.2% ×

毎日飲酒する人の数を減らす
毎日飲酒している人の割
合

特定健康診査
問診票

(H24)

男性 41.6% 30%以下

(R５)

40.3% △

女性 3.8% 1%以下 7.6% ×

多量飲酒する人の数を減らす
多量飲酒している人の割
合(１日３合以上)

特定健康診査
問診票

(H24)

男性 3.0% 0%

(R５)

2.1% ○

女性 0.6% 0% 0.3% ○

③休養・こころ

【結果及び評価】

【指標に対する結果及び評価一覧】

睡眠によって休養が取れたと感じる人の割合、ゆったりとした気分でこどもと過ごせる時間があ

る母親の割合は減少しています。幼児健康診査の場での相談の実施や相談機関等の周知等環境づく

りが必要です。

自殺者数の推移は、計画策定時から増減を繰り返しており、令和５年では４人となっています。

令和５年度に策定した｢森町自殺対策計画｣と整合性をとり、各機関と連携し、予防・危機対応・事

後対応について事業を実施していく必要があります。

④たばこ・アルコール

【結果及び評価】

【指標に対する結果及び評価一覧】

毎日飲酒している人の割合は男性よりも女性が増加しています。多量飲酒している人の割合は男

女とも減少しています。

喫煙している妊婦の割合は減少していますが、喫煙習慣のある人の割合、同居家族が喫煙してい

る人の割合は増加しています。

今後も中高生や若い世代からの、適正飲酒やＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)を含め喫煙や受動喫煙、

薬物による健康への影響について周知啓発を行っていく必要があります。
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目標 指標 活用可能な指標 計画策定時
目標値

(中間評価後)
現状値 評価

歯科検診、フッ化物塗布、入

れ歯の手入れ等、口腔衛生に

気をつけている人を増やす

定期的に歯科検診を
受けている割合

歯周疾患検診アン
ケート

(H25) 68.7% 80% (R４) 39.2% ×

フッ化物塗布事業参加率
幼児健康診査･
相談

(H25) 90.9% 100% (R５) 98.3% ○

むし歯を減少させる

おやつをこども任せに与
えている割合

乳幼児健康診査・
相談歯科問診票

(H25) 9.8% 7%以下

(R５)

10.7% ×

１歳６か月児のむし歯の
ある割合(有病者率)

１歳６か月児
健康診査

(H24) 1.4% 0% 0.0% ◎

３歳児のむし歯のある割
合(有病者率)

３歳児
健康診査

(H24) 9.0% 5% 3.1% ◎

５歳児のむし歯のある割
合(有病者率)

５歳児
歯科調査結果

(H24) 49.0% 40%以下 21.3% ◎

小学６年生のむし歯のあ
る割合(有病者率)

学校歯科検診結果 (H24) 31.2% 20%以下 11.6% ◎

中学３年生むし歯のある
割合(有病者率)

学校歯科検診結果 (H24) 49.6% 25%以下 17.6% ◎

歯周疾患を減少させる
歯間ブラシ等歯間部清掃
用具の使用率

歯周疾患検診
アンケート

(H25) 38.8% 60%以上 (R４) 48.6% ○

⑤歯

【結果及び評価】

定期的に歯科検診を受けている割合は減少しています。おやつをこども任せに与えている割合は

増加していますが、むし歯のある幼児や小中学生の割合は減少しており目標値を達成しています。

今後も歯や口腔の健康についての正しい知識の普及を図り、各機関と連携し、各年代に合わせた

働きかけをしていく必要があります。
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【指標に対する結果及び評価一覧】

くう

くう



目標 指標 活用可能な指標 計画策定時
目標値

(中間評価後)
現状値 評価

お達者度の延伸 お達者度
静岡県市町別
お達者度

(H23)

男性 18.82年 20.62年

(R２)

19.06年 ○

女性 21.44年 22.34年 22.23年 ○

特定健康診査を
年１回受診する

特定健康診査受診率
(40～74歳)

特定健康診査
結果

(H25) 43.5% 60%以上 (R５) 44.0% △

特定保健指導を受け、
生活習慣を改善する

特定保健指導実施率
(40～74歳)

特定保健指導
実施数

(H24) 52.3% 60%以上 (R５) 69.8% ◎

メタボリック
シンドローム
該当者を減らす

メタボリックシンドローム該
当者の割合(40～74歳)

特定健康診査
結果

(H24)

男性 16.6% 12%以下

(R５)

22.4% ×

女性 5.0% 5%以下 8.8% ×

メタボリック
シンドローム
予備群を減らす

メタボリックシンドローム予
備群の割合(40～74歳)

特定健康診査
結果

(H24)

男性 12.3% 10%以下

(R５)

12.3% △

女性 3.8% 2%以下 3.6% △

高血圧の予備群・有病者
を減らす

血圧Ⅰ度以上の者の割合
特定健康診査
結果

(H24) 15.6% 減少傾向 (R５) 28.5% ×

血糖コントロール不良者
の割合の減少

ＨｂＡ１ｃが、6.5%以上の者
の割合

特定健康診査
結果

(H25) 8.8% 減少傾向 (R５) 11.0% ×

がん検診を受診する

がん検診受診率

(子宮頸がん20歳以上、
その他40歳以上)

がん検診 (H25)

胃がん 12.7% 50%以上

(R４)

7.4% ×

肺がん 40.2% 50%以上 14.9% ×

大腸がん 21.9% 50%以上 12.9% ×

子宮頸がん 35.5% 50%以上 18.1% ×

乳がん 36.8% 50%以上 26.0% ×

がん検診後、精密検査を
受診する

がん検診精密検査受診率
がん検診精検
受診率

- 胃がん 100%

(R３)

60.9% -

- 肺がん 100% 81.0% -

- 大腸がん 100% 73.2% -

- 子宮頸がん 100% 77.8% -

- 乳がん 100% 94.1% -

⑥健康管理

【結果及び評価】

お達者度については、男女とも伸びています。

特定健康診査受診者のメタボリックシンドローム該当者の割合、血圧・糖尿病の有所見者の割合

は増えています。

各種がん検診の受診率はいずれも低下傾向ですが、各種がん検診後の精密検査受診率ではいずれ

も受診率が60％を超えています。

今後も町民一人一人が健康への意識を高められるように、健康診査等の重要性を啓発し、受診率

の更なる向上に取り組む必要があります。

がん検診については継続して受診勧奨に取り組むとともに、要精密者の精密検査の受診勧奨にも

取り組んでいきます。

【指標に対する結果及び評価一覧】
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前計画の数値目標の達成状況は以下のとおりで、目標値を達成したものは３項目、目標値には達し

なかったが改善しているものは３項目、悪化したものが７項目でした。

これらの結果を踏まえて本計画の目標値を設定し、食育の推進に取り組んでいきます。

(２)第２次食育推進計画の評価

【指標に対する結果及び評価一覧】

【評価】目標値を達成している ――――――――― ◎

目標値には達しないが改善している ――― ○

変わらない ―――――――――――――― △

悪化している ――――――――――――― ×

指標
策定時

(25年度)
現状値

(令和５年度)
第２次目標値
(令和６年度)

評価

学校で農業体験をしている小・中学生の割合 87.5% 100% 100% ◎

学校で調理体験をしている小・中学生の割合 100% 100% 100% ◎

朝食を毎日食べる幼稚園年長児の割合 96.3% 100% 100% ◎

朝食を毎日食べる小学６年生の割合 85.7% 97% 100% 〇

朝食を毎日食べる中学２年生の割合 95.5% 98% 100% ○

朝食を毎日食べる高校生の割合 96.2% 92.8% 100% ×

朝食をいっしょに食べる家族がいる幼稚園年長児の割合 88.9% 70% 100% ×

朝食をいっしょに食べる家族がいる小学６年生の割合 82.9% 67.8% 100% ×

朝食をいっしょに食べる家族がいる中学２年生の割合 72.7% 43.3% 100% ×

適正体重を維持している小学５年生の割合 93.0% 83.8% 100% ×

適正体重を維持している中学１年生の割合 89.8% 90% 100% ○

メタボリックシンドローム該当者の成人男性の割合 16.6% 22.4% 12%以下 ×

メタボリックシンドローム該当者の成人女性の割合 5.0% 8.8% 5%以下 ×

【結果及び評価】

朝食を毎日食べる割合は、幼稚園年長児や小学６年生、中学２年生において、目標は達成しな

かったものの改善しています。朝食をいっしょに食べる家族がいる割合は、幼稚園年長児、小学６

年生、中学２年生で低下しており、年代が上がるにつれて孤食が課題となっています。また、小学

５年生では適正体重を維持している割合が減少しています。

成人では男女ともメタボリックシンドローム該当者の割合が増加していることが課題となります。

肥満は将来の生活習慣病のリスクを高めるため、肥満傾向児・肥満者の割合の減少に向けて、栄養

のバランス、塩分等の食事の内容、野菜摂取の増加、運動習慣等、様々な観点から食の正しい知識

の普及啓発に取り組んでいくことが必要です。

・｢学校で農業体験・調理体験をしている割合｣… 森町健康こども課調査から

・｢朝食を毎日食べる幼小中学生の割合｣｢朝食をいっしょに食べる家族がいる割合｣｢適正体重を維持している割合｣… 森町教育委員会各調査から

・｢朝食を毎日食べる高校生の割合｣… 遠江総合高校朝食欠食調査から

・｢メタボリックシンドローム該当者の割合｣… 森町総合健診結果から



第３次森町健康増進計画



１ 計画の基本的な考え方(健康増進計画・食育推進計画共通)

(１)基本的な考え方
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本町では、第９次総合計画の基本目標において、｢みんなで助け合う健やかなまち｣｢いつまでも暮ら

せるやすらぎのまち｣を掲げています。人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、町民一人一人

が主体的かつ継続的に健康づくりや食育に取り組み、町民がいつまでも健康に暮らすことができるま

ちづくりを推進します。

本計画では、国の目指す方向と同じ｢更なる健康寿命の延伸｣、｢健康格差の縮小｣を目指し、全世代

のための健康づくりを考えていきます。平均寿命と健康寿命の差を短縮することで、個人の生活の質

の低下を防ぐとともに医療費や介護給付費等の社会保障負担の軽減も期待でき、全ての町民が健やか

で心豊かに生活できる持続可能な社会の実現を目指します。

国では、平成28年に内閣で｢持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)推進本部｣を設置するとともに、同年に

策定した｢持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)実施指針｣には、地方自治体の各種計画等にＳＤＧｓの要素

を最大限反映することを奨励しています。

本計画で目指している、｢みんなで健康に暮らせるまちづくりの推進｣を通じて、ＳＤＧｓの17の

ゴールのうち特に関連が深い｢２．飢餓をゼロに｣、｢３．すべての人に健康と福祉を｣、｢17．パート

ナーシップで目標を達成しよう｣の達成に貢献していきます。

第４章 第３次森町健康増進計画
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①考え方

本計画では静岡県健康増進計画の考え方を踏まえ、健康を｢病気や障がいの有無にかかわらず、個人

が持てる能力を十分に発揮して、自己の価値観に基づく豊かで充実した人生を実現するための最適な

状態｣と定義し、健康を生きる目的としてではなく、老若男女を問わず全ての町民にとっての生活の質

を高める多面的手段として捉えています。

②基本目標

全ての町民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、個人の行動と健康状態

の改善に加え、個人を取り巻く社会環境の整備やその質の向上を通じて町民の｢健康寿命の延伸｣と｢健

康格差の縮小｣を実現します。

(２)基本目標

第３次森町健康増進計画

令和５年度の森町の健康寿命(平均自立

期間)は、男性が80.5年で県と同等、女

性は87.0年で県や国よりも２年強長く

なっています。

今後も、健康寿命を延伸することで、

個人の生活の質の低下を防ぎ、｢全ての

町民が健やかで心豊かに生活できる持

続可能な社会の実現｣に寄与するものと

考えます。

基本目標１

健康寿命の延伸

基本目標２

健康格差の縮小

健康格差の縮小を目指して、住んでい

る地域、性、年齢、家族構成、職業、

経済状況などの違いによって異なる健

康状態や健康を取り巻く環境について、

原因の把握に努めることで格差の縮小

につながる取組を推進していきます。
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静岡県健康増進計画の考え方を踏まえ、以下の４本の柱で、健康づくり施策に取り組んでいきます。

■個人の行動と健康状態の改善
生活習慣の改善等による生活習慣病(NCDs)の予防に加え生活機能の維持・向上の観点を踏まえた取組を推進

■生活習慣の改善
生活習慣の改善による生活習慣病や生活機能低下のリスクの改善

■生活習慣病(NCDs)の発症予防・重症化予防
生活習慣病の発症予防 及び 合併症の発症や症状の進展等の重症化予防

■生活機能の維持・向上
生活習慣病に罹患せずとも生じる 日常生活に支障をきたす状態の予防

高血圧症 がん 循環器病 糖尿病 メタボ CKD(慢性腎臓病)

栄養・食生活 運動・身体活動 休養・こころ たばこ・アルコール・薬物 歯 健康管理

COPD(慢性閉塞性肺疾患)

ロコモティブシンドローム(骨粗しょう症を含む) フレイル(やせを含む) 認知症

熱中症(気候変動による健康影響) うつ・不安

柱２ ■社会環境の質の向上
社会とのつながり・こころの健康の維持向上、及び、自然に健康になれる環境づくりを推進

■社会とのつながり・こころの健康の維持向上
心身の健康に影響を与える良好なつながりの醸成

地域とのつながり・社会参加 共食 孤独・孤立

■自然に健康になれる環境づくり・基盤整備
健康に関心の薄い人でも無理なく自然に健康な行動をとることができるような環境整備

柱１

中柱１

中柱２

中柱３

中柱１

中柱２

こころの健康

柱３ ■ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり
胎児期から高齢期に至るまで、人の生涯を経時的にとらえた健康づくりを推進

こども 高齢者 女性

柱４ ■計画の推進
上記の取組の効果、効率を向上させるための取組

計画の推進 計画の進行管理(ＰＤＣＡサイクル)

(３)計画の柱立て

情報発信と機運づくり 健康経営・産業との連携 受動喫煙環境



①栄養・食生活
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基本的な考え方

現状からみえる課題

２ 個人の行動と健康状態の改善

(１)生活習慣の改善

栄養・食生活は、生命を維持し、こどもたちが健やかに成長し、また人々が健康な生活を送るため

に欠くことができない営みです。また、食生活は社会的、文化的な営みであり、生活の質とも関わり

が深くなっています。

栄養過剰、偏り、不足は生活習慣病の発症や重症化と関連し、やせや低栄養を予防することは生活

機能の維持、向上の観点からも重要です。健康で良好な食生活の実現のために、個人の行動変容とと

もに、それを支援する環境づくりを含めた総合的な取組が必要です。

○栄養に関する正しい知識の普及啓発が必要です。

アンケート結果では、朝食を毎日とっている割合は20代が62.0％と一番低く、30代以降は年齢

が上がるにつれて割合が高くなっています。ほとんど朝食を食べない割合は20代が20.0％と最も

高く、次いで40代が13.0％、30代が9.9％と、比較的若い世代では、約１割～２割の方がほとん

ど朝食を食べていない状況です。朝食をとること、野菜を毎食とることやバランスの良い食事を

とること、間食や甘い飲み物を控えること、減塩や野菜の摂取量を増やすなどの正しい食習慣や

適正体重についての普及啓発を行い、町民一人一人が、望ましい食生活についての知識を深めて

いくことが大切です。(P27参照)

○生活習慣病の予防・改善のための取組が必要です。

特定健康診査結果から、糖尿病や高血圧症の予備群である有所見者の割合が県や国より高く

なっており、若い世代でもその傾向が見受けられます。将来の生活習慣病を予防するためにも、

特に肥満傾向男児の保護者や成人男性に対して、栄養・食生活や運動に関する啓発を推進してい

くことが必要です。(P13参照)

○低栄養の予防・改善のための取組が必要です。

高齢者は身体機能の低下から様々な問題が顕在化しやすいため、自身の身体と向き合いながら、

フレイル、低栄養を予防する食生活を送ることが重要です。

○子育てを行う世代への食に関する取り組みを重点的に行うことが必要です。

若い世代は子育てを行う世代となっていくので、朝食、バランスの良い食事や共食の大切さ、

食べ物に対する感謝の気持ちや食事のマナーなどの食育についての周知活動が必要です。



51

対策

◆行政で

○食育推進計画に基づき、各ライフステージにおける食育を推進します。

○妊娠、授乳期、乳幼児期からの規則正しい食習慣についての指導を実施します。

・母子健康手帳交付時に適切な体重増加に関する指導を実施します。

・乳幼児健康診査及び相談時において、保護者に対してこどもの成長発達に合わせた栄養指導を

実施します。

・園や学校、企業・事業所、各種団体を通じて正しい食習慣について普及啓発を行います。

・幼児期のこどもを対象に親子料理教室を実施します。

○食に関する正しい情報を提供します。

・食に関する正しい情報を｢広報もりまち｣等で提供します。

・生活習慣病の予防や改善、フレイル・低栄養のための食に対する正しい知識を身につける機会

を提供します。

・栄養成分表示の見方の普及啓発をします。

○特産品を活用した地産地消を推進します。

◆家庭で

○食に関心を持ち、食に関する正しい知識を深めます。

○規則正しい生活を心がけ、毎日朝ご飯を食べます。

○主食、主菜、副菜がそろった栄養バランスの良い食事をします。

○なるべく家族一緒に食事をとるよう心がけます。こどもが一人で食事をすることがないよう家族

が気を配ります。

○旬の食材、地元の食材を取り入れ、買い物では成分表示を見る等、食に関心を持つよう心がけま

す。

○健康教室、特定保健指導等に積極的に参加することを心がけます。

○食事を楽しみ、低栄養を予防します。
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数値目標

領域 目標 指標 活用可能な指標 現状値
目標値
(R18)

栄
養
・
食
生
活

朝食を毎日食べるこどもを
増やす

朝食を毎日食べるこども
の割合

教育委員会朝食
摂取状況調査

(R５)

幼稚園児 100% 100%

小学生 97.0% 100%

朝食を毎日食べる人を増やす
朝食を抜くことが、週３
回以上ある人の割合

特定健康診査
問診票

(R５)

男性 7.6% 0%

女性 3.2% 0%

妊娠直前にやせている人の
割合を減らす

妊娠前にＢＭＩ18.5未満
の人の割合

母子健康手帳交付
アンケート

(R５) 17.5% 減少傾向

低出生体重児の割合を減らす 低出生体重児の割合 低体重児出生届 (R５) 9.4% 減少傾向

肥満傾向の小学生の割合を
減らす

肥満度20%以上の小学生の
割合

森町学校体格集計 (R５)

男子 12.6% 減少傾向

女子 9.4% 減少傾向

肥満傾向の中学生の割合を
減らす

肥満度20%以上の中学生の
割合

森町学校体格集計 (R５)

男子 15.6% 減少傾向

女子 7.9% 減少傾向

ＢＭＩ25以上の人の割合を
減らす

ＢＭＩ25以上の人の割合 特定健康診査結果 (R５)

男性 24.2% 12%以下

女性 20.3% 10%以下

就寝前に夕食を週３回以上
食べる人の割合を減らす

就寝前の２時間以内に夕
食をとることが週３回以
上ある人の割合

特定健康診査
問診票

(R５)

男性 13.2% 減少傾向

女性 4.8% 減少傾向

間食や甘い飲み物をとる人の
割合を減らす

朝昼夕の３食以外に間食
や甘い飲み物をほとんど
とらない人の割合

特定健康診査
問診票

(R５)

男性 30.2% 男性 40.0%

女性 14.6% 女性 30.0%

バランスの良い食事を
とる人を増やす

主食・主菜・副菜がそ
ろっている食事を１日に
２回以上、ほとんど毎日
食べている人の割合

健康増進計画策定
アンケート

(R６) 64.7% 70.0%

１日３食きちんと
食べる高齢者を増やす

１日３食きちんと食べる
人の割合

後期高齢者基本健
康診査問診票

(R５) 95.9% 100%

新

新



②運動・身体活動
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｢身体活動｣は、安静にしているよりも多くのエネルギーを消費する営みのことを指し、身体活動の

うち、体力の維持・向上を目的として、計画的・意図的に実施するものを｢運動｣といいます。一方、

日常生活の中で、体を動かすことを｢生活活動｣といいます。

身体活動を増やすことは、メタボリックシンドロームを含めた循環器疾患・糖尿病・がんといった

生活習慣病の発症予防だけでなく、肥満の予防、高齢者の認知症や運動器機能の低下を防ぐことも明

らかです。

運動や日常生活を活動的に過ごすことの重要性を理解し、実践できるように支援していきます。

基本的な考え方

現状からみえる課題

○普段運動する人を増やす必要があります。

30歳代から50歳代にかけて普段運動をしている人が特に少ないとの現状を踏まえて、運動の効

果等、正しい知識及び個々の年齢や生活環境に応じた運動習慣を身につけるため、家庭でできる

運動の啓発や参加しやすい各教室等事業の推進、地域での運動情報の提供をすることが必要です。

また、企業等関係機関と連携して進めていくことが大切となります。(P29参照)

○こどもに運動習慣を身につけさせる必要があります。

小中学生の肥満傾向児が増加しています。アンケート調査で、小学４年生の運動やスポーツを

しない割合(体育の授業を除く。)が18.6％であるため、運動習慣を身につけさせる活動を推進す

る必要があります。(P17、29参照)

○運動機能の維持向上を図る必要があります。

高齢者を含めて一般成人にもロコモティブシンドローム(運動器症候群)の情報や予防の普及啓

発を行い認知率を高めるとともに、若いころから運動の実践を継続することで運動機能の維持向

上を図ることが必要です。また、高齢者には就労や社会参加を通じた身体活動も大切です。

○フレイル予防の対策が必要です。

フレイルの予防について正しい情報を提供します。

運動を行うことが介護(フレイル)予防につながるため、高齢者の運動を習慣化することが重要

です。１人での継続は難しいことが多いため、地域のサロンや介護予防教室など少人数でも仲間

や団体等の集団で行う機会が多くなるよう、地域活動できる人の養成やその支援を推進する必要

があります。
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領域 目標 指標 活用可能な指標 現状値
目標値
(R18)

運
動

定期的に運動している人を
増やす

１回30分以上の軽く汗をか
く運動を週２日以上、１年
以上続けている人の割合

特定健康診査
問診票

(R５) 37.4% 増加傾向

日常生活で体をよく動かして
いる人を増やす

日常生活で歩行程度の身体
活動を１日１時間以上行っ
ている人の割合

特定健康診査
問診票

(R５)

男性 51.0% 55.0%

女性 52.1% 55.0%

同年齢と比べて歩く速度が速
い人を増やす

歩く速度が速い人の割合
特定健康診査
問診票

(R５) 45.6% 50%以上

介護保険サービス利用者を
減らす

要介護認定率
(65歳以上の人口における
要支援や要介護の認定を受
けた人の割合)

KDB｢要介護(支援)
者認定状況｣

(R５) 17.6% 増加抑制

54

◆行政で

○健康づくりや生活習慣病、ロコモティブシンドローム予防などのための運動・身体活動について

の正しい情報を、健康教室や特定保健指導等において、住民に具体的に提供していきます。

○運動を実践しているグループに対し、支援をしていきます。

○地域や職場で安心して楽しく体を動かす環境や機会を作るなど、運動を実践できる場の提供をし

ていきます。

○森町健康マイレージ事業を通じて、健康づくりのための運動実践のきっかけづくりをしていきま

す。

※森町健康マイレージ事業…食事や運動といった日々の健康づくりのための行動や、町の健康づくり事業等に参加し、

ポイントを集め、一定のポイントをためた人が特典を受けられる制度

◆家庭で

○日常生活を活動的に過ごすことによる生活習慣病、ロコモティブシンドローム、フレイル予防に

ついての知識を深めます。

○自分に合った楽しいと思える運動を実践します。

○運動教室、特定保健指導等を利用し、運動に関する正しい知識を積極的に身につけます。

対策

数値目標



○ストレスを大いに感じる人を減らし、ストレス解消法を持つ人を増やします。

ストレスを大いに感じる割合は男性より女性が多いことから、女性を中心としてストレス軽減

策に取り組むことが必要です。(P31参照)

また、ストレス解消法を持たない人の割合は、30歳代の女性で37.8％、70歳代の女性で35.0％、

70歳代男性で39.2％とそれぞれで高くなっています。子育てに関する悩みや高齢に伴う悩みの解

消に役立つ取組が必要となります。(P32参照)

○睡眠に対する正しい知識の普及が必要です。

成人においては平均して睡眠で休養が取れていない人は２割前後おり、特に50歳代では３割を

超えています。うつ病の原因にもなる睡眠不足を予防するための正しい知識について啓発するこ

とが必要です。(P33参照)

○周囲のサポートによる支援を充実させることが必要です。

悩みを相談できる人や場所がない人が、中高生で３割以上、成人で２割以上存在します。ここ

ろの不調に早く気づき、相談する、医療機関を受診するなどの対応をすることが重要です。

(P33参照)

○相談できる環境づくりが必要です。

働くことや生活に楽しみを持ち、心身のバランスを保つとともに、心配事を一人で抱え込まず

周りに相談し、ストレスをコントロールできるようにする必要があります。

また、相談機関等について広く情報が届けられるような発信や支援が必要です。

○地域社会活動やお互いに助け合える環境づくりが必要です。

地域社会活動、趣味やボランティアを行っている人は成人の半数に満たない状況です。心の健

康につなげるために、これらの活動に参加しやすい環境を整備していきます。(P34参照)

③休養・こころ
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基本的な考え方

現状からみえる課題

こころの健康とは、人がいきいきと自分らしく生きるための重要な条件であり、生活の質に大きく

影響を与えます。こころの健康には、個人の資質や能力の他に、身体状況、社会経済状況、住居や職

場の環境、対人関係など多くの要因が影響します。こころの健康を保つには十分な睡眠を取り、スト

レスと上手につきあうことが大切であり、自分なりの休養を実現することが求められます。

こころの病気の代表的なもので、誰でもかかり得る可能性があるうつ病は、自殺の背景に存在する

ことが指摘されており、こころの健康増進を図ることは社会問題でもある自殺を減少させることにつ

ながります。

こころの健康を維持するために、休養の重要性や早期発見・早期治療等のこころの病気への対応を

多くの人が理解し、取り組むことが重要であると同時に、個人の健康を支え守る環境づくりのために、

社会全体で、ライフステージに応じたこころの健康づくりを進めていくことが必要です。
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対策

数値目標

◆行政で

○休養・こころの健康に関する正しい知識の普及啓発の充実を図ります。

・自殺対策やこころの健康の保持増進を目的とした講演会を実施します。

・各学校において、児童生徒が様々な困難やストレスの対処方法を身につけるための教育(ＳＯＳ

の出し方に関する教育)を実施します。

・働く人のこころの健康づくりを図るため、民間企業向けの出張講座を実施します。

○うつ病の原因にもなる睡眠不足を予防するための正しい知識の普及啓発を実施します。

○自分に合ったストレスの対処方法を身につけられるよう普及啓発や支援をします。

・町で実施している講演会やこころの健康づくりについて、回覧、広報もりまち、ホームページ

等を利用して広く住民に周知します。

・自殺の原因ともなり得る様々なストレスについて、ストレス要因の軽減、ストレスへの適切な

対応ができるように普及啓発や支援を実施します。

・産婦健康診査による産後うつ病の早期発見や乳幼児健診や相談での保健指導において育児不安

の解消を図ります。

・ボランティアやサークル等の社会活動の情報提供をします。

○相談体制を充実します。

・こころの健康について気軽に相談できる窓口があること、困ったときやこころの不調があると

きは一人で抱え込まず、相談するよう普及啓発を行います。

・相談窓口の周知や、様々なリスクを抱える人に対し、関係機関と連携し相談体制の充実を図り

ます。

・各学校において、児童生徒・保護者に対してスクールカウンセラーが教育上のことや学校生活

等のことについて相談を実施します。

○自殺を未然に防ぐ人材の育成をします。

・ゲートキーパー養成講座を開催し、周囲で悩みを抱えている人に気付き、声をかけ、話を聴き、

必要な支援に早期につなげて見守るゲートキーパーを養成します。

◆家庭で

○規則正しい生活を送り、十分な睡眠や休養を確保します。

○効果的な睡眠についての正しい知識を習得します。

○自分に合ったストレスの対処方法を身につけます。

○サークルやボランティア等の社会活動などに積極的に参加します。

○悩み事や心配事は、一人で抱え込まずに相談します。

領域 目標 指標 活用可能な指標 現状値 目標値(R18)

休
養
・
こ
こ
ろ

睡眠によって十分休養が
取れた人の割合を増やす

睡眠によって休養が
取れたと感じる人の割合

特定健康診査問診票 (R５) 72.9% 80%以上

ストレスがたまっている人の
割合を減らす

ゆったりとした気分で
子どもと過ごせる時間が
ある母親の割合

健やか親子21
アンケート

(R５)

４か月児
97.1%

100%

１歳６か月児
63.0%

100%

３歳児
70.6%

100%

自殺者を減らす 自殺死亡者数 人口動態統計 (R４) ４人 ０人



④たばこ・アルコール・薬物
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基本的な考え方

現状からみえる課題

たばこは、がん、循環器疾患、ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)等の呼吸器疾患、歯周疾患、糖尿病な

どの原因となり、受動喫煙も肺がんや心筋梗塞、こどもの気管支喘息、中耳炎、乳幼児突然死症候群

等の危険因子です。

また、アルコールは、がん、高血圧等の生活習慣病との関連が指摘され、１日平均飲酒量が多いほ

どリスクが増加します。

未成年者の喫煙、飲酒は健康への悪影響が大きく薬物乱用の入口になるといわれています。妊娠中

の喫煙・飲酒は胎児に重大な悪影響を与えます。

たばこ・アルコール・薬物は依存症を引き起こし、身体的健康を損なうだけでなく、こころの健康

にも重大な影響を与えるため、様々な対策が必要です。

○適正飲酒についての周知啓発が必要です。

大量飲酒は、肝機能低下・肝硬変・生活習慣病へのリスクが高まり、自身の健康を損なうこと

になるため、適正飲酒についての周知啓発が必要です。

○若年世代への飲酒や禁煙の働きかけが必要です。

20歳未満の人の飲酒や喫煙は心身の発育に、また、妊娠・授乳中の飲酒や喫煙は胎児や乳児の

発育に悪影響を及ぼし、低出生体重児・胎児発育遅延や流産・早産の原因の一つになることから、

若年世代への働きかけが重要となります。

同時に、成人に対して20歳未満に飲酒を勧めないことの再徹底も必要です。

○受動喫煙や未成年者の前での喫煙についての対策が必要です。

喫煙が健康に及ぼす影響について周知を続けるだけでなく、喫煙者に対して受動喫煙や未成年

者の前での喫煙への配慮を促すことが必要です。

○ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)の認知度を上げることが必要です。

ＣＯＰＤは、呼吸困難等によりＱＯＬの低下を招くことからも、認知度を上げ、予防対策を講

ずることが必要です。

○禁煙を希望する人への支援が必要です。

禁煙意向のある人に対して禁煙支援を推進し、行動変容への支援が重要です。

○薬物についての正しい知識の普及啓発が必要です。

アンケート調査で中高生がオーバードーズや危険ドラッグ等の薬物が体に及ぼす影響を知って

いる割合は92.7％ですが、知らないと回答している割合も7.3％いるため、学校と連携した働き

かけが必要です。
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領域 目標 指標 活用可能な指標 現状値
目標値
(R18)

た
ば
こ
・
ア
ル
コ
ー
ル

喫煙習慣のある人を減らす 喫煙習慣のある人の割合
特定健康診査
問診票

(R５)

男性 22.2% 15%以下

女性 4.4% 2%以下

喫煙している妊婦をなくす
喫煙している妊婦(母親)の
割合

母子健康手帳交付
アンケート

(R５) 1.6% 0%

妊婦の受動喫煙を減らす
同居家族が喫煙している人
の割合

母子健康手帳交付
アンケート

(R５) 44.2% 30%以下

20歳未満の者の
喫煙をなくす

中学生・高校生の喫煙者の
割合

健康増進計画策定
アンケート

(R６) 0.0% 0%

20歳未満の者の
飲酒をなくす

中学生・高校生の飲酒者の
割合

健康増進計画策定
アンケート

(R６) 1.2% 0%

毎日飲酒する人の数を減らす 毎日飲酒している人の割合
特定健康診査
問診票

(R５)

男性 40.3% 30%以下

女性 7.6% 1%以下

多量飲酒する人の数を減らす
多量飲酒している人の割合
(１日３合以上)

特定健康診査
問診票

(R５)

男性 2.1% 0%

女性 0.3% 0%
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対策

数値目標

◆行政で

○たばこ・アルコール・薬物の健康への害について正しい知識を普及します。

・母子健康手帳交付時や乳幼児健診や相談において、妊婦及びその家族にたばこの健康被害や禁

煙・受動喫煙防止方法等の指導を実施します。

・特定保健指導等において、喫煙者に対する禁煙指導を実施します。

・妊婦健康診査を通して、妊婦に対する禁煙・禁酒指導を実施します。

・中高生への喫煙や飲酒・薬物が及ぼす健康被害についての知識を普及します。

○禁煙希望者に対する相談指導の実施及び禁煙外来等実施機関を紹介します。

○分煙対策を推進します。

○断酒会の活動を支援します。

◆家庭で

○たばこ・アルコール・薬物の害について正しい知識の習得をします。

○たばこを吸わない人が受動喫煙の害を受けないように努めます。

○ボランティアや地域組織などの自主的なグループによる禁煙・受動喫煙防止活動を推進します。

新

新



⑤歯
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歯や口は、食べることや飲むこと、発音や表情によるコミュニケーションを行うために重要な役割

を果たしており、その健康を保つことは、生活の質を高い水準で確保することにつながっています。

歯や口の健康づくりでは、乳幼児期から高齢期までの生涯を通じて、自身の歯の喪失防止と口腔機

能の維持・向上を図るため自主的な努力を続けるとともに、地域・学校・職場等を含めた社会全体と

しての取組を支援していくことが必要になります。

生涯を通じた様々な側面からの口腔機能の獲得・維持向上のための取組を推進します。

基本的な考え方

現状からみえる課題

66.3 65.7 
48.8 

0
20
40
60
80

就学前児童保護者 小学生保護者 中高生

(%) アンケート調査【フッ素入り歯磨きを使っている】

76.9 

84.7 

79.8 

79.5 

81.2 

73.2 
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(%)

アンケート調査

【歯科のかかりつけ医はありますか】

ある ない 無回答者
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64.9 
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36.0 
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20歳代(n=50)

(%)

アンケート調査

【１年に１回以上定期的な歯の検診を受けていますか】

はい いいえ 無回答者

○フッ化物利用の機会の提供や情報発信が必要です。

アンケート調査結果では、フッ素配合歯磨きの利用は、就学前児童66.3％、小学生65.7％、中

高校生48.8％となっていることもあり、こどものむし歯は減少しています。今後も全年齢に対し

てのフッ化物利用の勧めや情報発信が必要です。

○歯や口腔の手入れについて、正しい知識の普及と習慣の定着が必要です。

１日３回以上の歯磨き習慣や適切な歯磨きの方法、おやつの与え方、歯間ブラシ等の活用など、

年代に合わせた取組が必要です。

○かかりつけの歯科医を持ち、定期的に歯科検診を受けることが必要です。

アンケート調査結果では、成人では歯科のかかりつけ医を持つ割合は76.9％、70歳代では

84.7％となっていますが、１年に１回以上定期的な歯の検診を受けている人は、成人で54.6％、

70歳代では64.9％にとどまっていることから、特に、歯科検診の受診を高める取組が必要です。

○オーラルフレイルの知識の普及と予防の取組が必要です。

歯や口腔の健康の衰えは、栄養不足や身体機能の低下等の問題にもつながるため、生涯口から

食事がとれるよう、歯や口腔のケアを行うことが大切です。そのために、知識の普及や予防の取

組が必要です。残存歯がない、少ない人に対しても、義歯の保清や扱い方、手入れしないことで

口腔内の細菌が増加し、誤嚥性肺炎等のリスクが高まることを周知し、本人の意識や取組を改善

していく必要があります。

健康な歯でしっかりかんで食べることは、脳の活性化にもつながり、認知症予防などに役立ち

ます。
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領域 目標 指標 活用可能な指標 現状値
目標値
(R18)

歯周疾患検診を受診する
歯周疾患検診受診率
(40～70歳までの10歳刻み年齢)

歯周疾患検診 (R５) 8.3% 10.0%

歯

歯科検診、フッ化物塗布、入れ

歯の手入れ等、口腔衛生に気を

つけている人を増やす

定期的に歯科検診を
受けている割合

歯周疾患検診
アンケート

(R４) 39.2% 80.0%

フッ化物塗布事業参加率 幼児健康診査･相談 (R５) 98.3% 100%

むし歯を減少させる

おやつをこども任せに与えてい
る割合

乳幼児健康診査・
相談歯科問診票

(R５)

10.7% 7%以下

１歳６か月児のむし歯のある割
合(有病者率)

１歳６か月児
健康診査

0.0% 0%

３歳児のむし歯のある割合
(有病者率)

３歳児
健康診査

3.1% 0%

５歳児のむし歯のある割合
(有病者率)

５歳児
歯科調査結果

21.3% 15%以下

小学６年生のむし歯のある割合
(有病者率)

学校歯科検診結果 11.6% 10%以下

中学３年生のむし歯のある割合
(有病者率)

学校歯科検診結果 17.6% 15%以下

歯周疾患を減らす
歯間ブラシ等歯間部清掃用具の
使用率

歯周疾患検診
アンケート

(R４) 48.6% 60%以上

よくかんで食べることが
できる人を増やす

よくかんで食べることができる
人の割合

特定健康診査結果 (R５) 80.5% 85.0%
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◆行政で

○乳幼児期の歯科保健対策を推進します。

・フッ素配合歯磨き剤の使用勧奨を実施します。

・フッ化物塗布の啓発と実施を推進します。

・適切なおやつの与え方について、幼児健康診査・相談の場で伝えます。

○生涯を通じた歯の健康づくり推進運動｢８０２０運動｣やオーラルフレイル予防について、｢広報も

りまち｣ や｢もりまちホームページ｣等でＰＲを実施します。

○歯周疾患検診の実施や歯周疾患の予防に関する教育、相談を実施します。

・町で実施する歯周疾患検診を普及します。

・歯科に関する健康講演会を実施します。

○住民一人一人がかかりつけ歯科医を持つように啓発するとともに日々の生活の中で取り組む｢セル

フケア｣について啓発を図ります。

◆家庭で

○歯や口の健康づくりに、日々の生活の中で取り組みます。

○かかりつけ歯科医などを活用し、定期的に歯や口の健康管理に努めます。

対策

数値目標

新

くう



⑥健康管理
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基本的な考え方

現状からみえる課題

一人一人が若い頃から健康に関心を持ち、自分の健康状態を知る機会として定期的な健診(検診)が

受診できるよう支援します。また、健診(検診)の結果を正しく理解し、結果に合わせた生活習慣の改

善、必要によっては重症化予防や受診ができるよう、保健指導や支援を実施します。

また、主体的に健康づくりに取り組めるように、知識の普及や情報提供に努めます。

○適正体重を維持している人を増やすことが必要です。

小中学生の男子の肥満傾向割合が高くなっており対策が必要です。(P17参照)

成人(40歳～74歳を対象とした特定健康診査)では、ＢＭＩの有所見者割合は、男性が24.2％、

女性が20.3％となっており、改善が必要です。

○定期的に健診(検診)を受け、自身の健康を管理する意識づけが必要です。

特定健康診査受診率やがん検診受診率が目標値に達していません。自分の健康状態を適切に把

握し、生活習慣を見直し生活習慣病を予防するためにも、定期的に健康診査を受診することは必

要です。さらに、健診(検診)で異常があった場合には精密検査を受けるなど、早期発見・早期治

療を推進することが必要です。(P10、14参照)

○生活習慣、基礎疾患、重症化疾患をつなげて考える健康管理が必要です。

慢性腎臓病(透析有)の有病率が県や国よりも高くなっています。この原因疾患の６割は、糖尿

病性腎症(糖尿病が重症化した疾患)と腎硬化症(高血圧症が重症化した疾患)で占められます。特

定健康診査で血圧やＨｂＡ１ｃの有所見者割合が高い場合は、重症化による影響についても啓発

する必要があります。(P20参照)

資料：KDB｢厚生労働省様式５－２｣
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対策

◆行政で

○生活習慣病予防に必要な情報提供や意識啓発を行います。

○特定健康診査受診率、特定保健指導実施率を高める対策を推進します。

○がん検診受診率を高める対策を推進します。

○骨粗しょう症検診受診率を高める対策を推進します。

◆家庭で

○食生活や運動習慣を意識し、適正体重の維持を心がけます。

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちます。

数値目標

領域 目標 指標 活用可能な指標 現状値
目標値
(R18)

健
康
管
理

健康寿命を延ばす
健康寿命
(平均自立期間)

KDB｢地域の全体
像の把握｣

(R５)

男性 80.5年 81.0年

女性 87.0年 87.5年

特定健康診査を年１回受診す
る

特定健康診査受診率
(40～74歳)

特定健康診査
結果

(R５) 44.0% 60.0%

特定保健指導を受け、生活習
慣を改善する

特定保健指導実施率
(40～74歳)

特定保健指導
実施数

(R５) 69.8% 75.0%

メタボリックシンドローム
該当者を減らす

メタボリックシンドロー
ム該当者の割合
(40～74歳)

特定健康診査
結果

(R５)

男性 22.4% 12%以下

女性 8.8% 5%以下

メタボリックシンドローム
予備群を減らす

メタボリックシンドロー
ム予備群の割合
(40～74歳)

特定健康診査
結果

(R５)

男性 12.3% 10%以下

女性 3.6% 2%以下

高血圧の予備群・有病者を
減らす

血圧Ⅰ度(140/90mmHg)
以上の者の割合

特定健康診査
結果

(R５) 28.5% 減少傾向

血糖コントロール不良者の
割合の減少

ＨｂＡ１ｃが、6.5%以上
の者の割合

特定健康診査
結果

(R５) 11.0% 減少傾向

がん検診を受診する

がん検診受診率

(子宮頸がん20歳以上、
その他40歳以上)

がん検診 (R４)

胃がん 7.4% 50%以上

肺がん 14.9% 50%以上

大腸がん 12.9% 50%以上

子宮頸がん 18.1% 50%以上

乳がん 26.0% 50%以上

がん検診後、精密検査を
受診する

がん検診精密検査受診率
がん検診精検
受診率

(R３)

胃がん 60.9% 100%

肺がん 81.0% 100%

大腸がん 73.2% 100%

子宮頸がん 77.8% 100%

乳がん 94.1% 100%

骨粗しょう症検診を
受診する

骨粗しょう症検診受診率
(40～70歳までの５歳刻み
年齢女性)

骨粗しょう症
検診

(R５) 19.1% 30%

新

新

けい

けい

けい



項目 現状値 令和18年度目標

塩分のとり過ぎに気をつけている人 (令和６年度) 65.3% 80.0%

特定健康診査受診率【再掲】 (令和５年度) 44.0% 60.0%

特定保健指導実施率(終了率)【再掲】 (令和５年度) 69.8% 75.0%

収縮期血圧有所見者割合 (令和５年度) 50.7% 40.0%

拡張期血圧有所見者割合 (令和５年度) 23.4% 20.0%

①高血圧症

【現状と課題】

○特定健康診査において、収縮期血圧及び拡張期血圧の有所見者割合が県や国よりも高く、特に男

性で顕著となっています。(P13参照)

○高血圧症の医療費は漸減傾向にあります。(P20参照)

○高血圧症が関係する心疾患が死因となる割合は低下していますが、脳血管疾患が死因となる割合

は増加しています。(P９参照)

【取組】

○食生活等生活習慣の改善

高血圧の予防や改善のため、適切な量の食塩・野菜・果物の摂取に関する情報提供や規則正し

い食生活の普及等を通じて、各個人に沿った適切な減塩対策、バランスの良い食事の実践に向け

た普及・啓発を行います。

○健診受診の習慣化

高血圧は自覚症状がほとんどなく、自分では気づかないため、定期的な健診の受診による健康

状態の把握が重要です。また、家庭用血圧計等を用いて血圧測定の習慣化を図るよう特定保健指

導時や訪問、健康教室等で普及啓発をします。

○重症化予防

脳血管疾患や心疾患等の高血圧による重篤な合併症を予防するため、血圧が高い人に対し、早

期受診や適切な治療の継続を促し、良好な血圧状態の維持を支援する必要があります。また、医

療機関と連携し、重症化を予防します。

【数値目標】
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(２)生活習慣病(ＮＣＤｓ)の発症予防・重症化予防

ＮＣＤｓは｢非感染性疾患｣のことで、不健康な食事や喫煙などの生活習慣によって引き起こされる

予防可能な疾患のことです。近年、ＮＣＤｓが世界全体の死因の60％以上を占めるようになっており、

対応が求められるようになっています。



項目 現状値 令和18年度目標

がん検診受診率【再掲】

胃がん (令和４年度) 7.4% 50%以上

肺がん (令和４年度) 14.9% 50%以上

大腸がん (令和４年度) 12.9% 50%以上

子宮頸がん (令和４年度) 18.1% 50%以上

乳がん (令和４年度) 26.0% 50%以上

がん検診精密検査受診率【再掲】

胃がん (令和３年度) 60.9% 100%

肺がん (令和３年度) 81.0% 100%

大腸がん (令和３年度) 73.2% 100%

子宮頸がん (令和３年度) 77.8% 100%

乳がん (令和３年度) 94.1% 100%

40歳～74歳の喫煙率 (令和５年度)
男性 22.2% 20.0%

女性 4.4% 3.0%

②がん

【現状と課題】

○がんは町民の死因の第１位であり、令和３年度では死亡原因の23.1％を占めています。(P９参照)

がんの標準化死亡比は、全国ＳＭＲで88.5、静岡県ＳＭＲで93.4と100を下回っています。

(P10参照)

○生涯のうちに約２人に１人が、がんに罹患すると推計されています。

○がん検診受診率は目標値である50％に達していません。また、がん検診精密検査受診率も目標値

である100％に達していません。(P14参照)

【取組】

○がん検診受診率の向上

がんによる死亡の減少を目指すため、がん検診の受診率や、精密検査の受診率を更に高めるた

め、受診勧奨を行います。

○生活習慣の改善

予防可能な危険因子として、喫煙、飲酒、運動不足、肥満・やせ、野菜や果物不足、食塩の過

剰摂取が挙げられています。これらに対する対策を行っていくことで、がんの罹患率を減少させ

ることを目指します。

○禁煙に向けた支援

希望する人が効果的に禁煙できるよう、適切な情報提供や支援を行います。また、受動喫煙の

抑制に向けて啓発活動を進めます。

【数値目標】
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③循環器病

【現状と課題】

○高血圧症、糖尿病、脂質異常症、不整脈(心房細動)、慢性腎臓病(ＣＫＤ)、喫煙、多量飲酒等が

脳血管疾患(脳卒中)及び急性心筋梗塞等の循環器病の危険因子となるため、生活習慣の改善や適

切な治療を行う必要があります。

○特定健康診査の結果において、収縮期血圧、拡張期血圧、糖尿病、ＣＫＤ(慢性腎臓病)の有所見

者割合が県や国よりも高くなっています。(P13参照)

○メタボリックシンドローム該当者の割合は県や国より低いですが、増加傾向にあります。

(P12参照)

○死亡原因割合のうち、心疾患の割合は減少している一方、脳血管疾患はやや増加しています。

(P９参照)

【取組】

○食生活等生活習慣の改善

生活習慣病の予防や改善のため、適切な量の食塩・野菜・果物の摂取に関する情報提供や規則

正しい食生活の普及等を通じて、各個人に沿ったバランスの良い食事の実践に向けた普及・啓発

を行い、生活習慣病予防を推進します。

○健診受診の習慣化

循環器病の主要な危険因子である生活習慣病の予防及び早期発見のためにも、定期的な受診に

よる健康状態の把握が重要です。

○重症化予防

特定健診の結果に基づき、適切な受診勧奨及び食事指導等の生活習慣改善のための保健指導を

行います。また、医療機関と連携し、重症化を予防します。

○脳卒中・急性心疾患に関する正しい知識の普及

脳卒中の初期症状(片側の顔や手足が動きにくい、ろれつが回らない、激しい頭痛)等、脳卒中

の正しい知識について普及・啓発します。また、急性心筋梗塞を疑うような症状(20分以上続く激

しい胸痛等)が出現した場合の対応方法について普及・啓発します。
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森町 特定健康診査における有所見者割合の推移【男女計】

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
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項目 現状値 令和18年度目標

塩分のとり過ぎに気をつけている人【再掲】 (令和６年度) 65.3% 80.0%

間食や甘い飲み物をとっている人の割合 (令和６年度) 78.2% 70.0%

特定健康診査受診率【再掲】 (令和５年度) 44.0% 60.0%

特定保健指導実施率(終了率)【再掲】 (令和５年度) 69.8% 75.0%

収縮期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 50.7% 40.0%

拡張期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 23.4% 20.0%

ＬＤＬコレステロール有所見者割合 (令和５年度) 49.5% 40.0%

【数値目標】
資料：KDB｢厚生労働省様式５－２｣
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項目 現状値 令和18年度目標

特定健康診査受診率【再掲】 (令和５年度) 44.0% 60.0%

特定保健指導実施率(終了率)【再掲】 (令和５年度) 69.8% 75.0%

空腹時血糖有所見者割合 (令和５年度) 44.2% 40.0%

ＨｂＡ１ｃ有所見者割合 (令和５年度) 76.5% 60.0%

新規透析患者における糖尿病性腎症の人数 (令和５年度) ３人 減少傾向

④糖尿病

【現状と課題】

○糖尿病は、食生活の乱れ、多量飲酒、運動不足等の生活習慣や、遺伝的体質などが組み合わさっ

て起こると考えられています。

○糖尿病の予防には、その前段階である肥満やメタボリックシンドロームの段階での生活改善が重

要であることから、特定健康診査や特定保健指導などを活用した効果的な対策が必要です。

○糖尿病が進行すると、神経障害、網膜症、腎症等の合併症を併発し、心筋梗塞や脳卒中等の循環

器疾患のリスク因子となるほか、認知症、大腸がん、肝がん、歯周病等のリスクを高めると報告

されています。

○特定健康診査の結果において、空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃの有所見者割合が県や国よりも非常に高

くなっていることが大きな課題です。

○生活習慣病等医療費に占める糖尿病医療費の割合が県や国よりも高くなっています。また、糖尿

病合併症である糖尿病性腎症や糖尿病性網膜症の有病率は、若い男性が最も高くなっています。

(P20参照)

【取組】

○健診受診の習慣化

糖尿病は自覚症状がほとんどなく、自分では気付かないため、定期的な健診の受診による健康

状態の把握が必要です。

早期発見・早期治療を推進します。また、特定健康診査の結果に基づき、適切な受診勧奨及び

食事指導等の生活習慣改善のための保健指導に引き続き取り組んでいきます。

○食生活等の生活習慣の改善

肥満は糖尿病発症の要因の一つであるため、食生活等生活習慣の改善により、適正体重の維持

を図る必要があります。また、糖尿病予防や改善のためのバランスの良い食事の実践に向けた普

及・啓発や健診結果に基づき、運動等の生活習慣改善のための保健指導を行います。

事業所と連携した健康教室などを通じて、糖尿病予防の食事や生活習慣について普及・啓発し

ます。

○重症化予防

早期受診や適切な治療の継続を促し、腎不全等の重症化を予防します。また、医療機関と連携

し、重症化を予防します。

【数値目標】
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項目 現状値 令和18年度目標

脂肪のとり過ぎに気をつけている人 (令和６年度) 64.3% 80.0%

間食や甘い飲み物をとっている人の割合 (令和５年度) 78.2% 70.0%

特定健康診査受診率【再掲】 (令和５年度) 44.0% 60.0%

特定保健指導実施率(終了率)【再掲】 (令和５年度) 69.8% 75.0%

ＢＭＩ25以上の有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 22.1% 20.0%

収縮期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 50.7% 40.0%

拡張期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 23.4% 20.0%

ＬＤＬコレステロール有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 49.5% 40.0%

空腹時血糖有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 44.2% 40.0%

ＨｂＡ１ｃ有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 76.5% 60.0%

⑤メタボ

【現状と課題】

○食生活・身体活動・喫煙等の不適切な生活習慣が、肥満、血糖高値、血圧高値、動脈硬化症から

起こる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の危険因子となるため、生活習慣の改善や重症化予

防を行う必要があります。

○特定健康診査受診率は、令和５年度44％で増加傾向にあり、県や国と比べて高い水準にあります

が、目標である60％には届いていません。(P10参照)

○特定保健指導実施率は、令和５年度69.8％と目標である60％を達成しており、県や全国よりも高

くなっています。しかし、積極的支援の保健指導の終了率は低下傾向となっています。(P11参照)

○メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合は、20％台前半で推移しており、県や国より低

い状況が続いていますが、令和２年度から令和４年度まで上昇傾向にあり、注意が必要です。

(P12参照)

【取組】

○特定健診・特定保健指導

・特定健康診査の受診率を高めることで個人による健康管理を推進するとともに、早期発見・早

期治療を推進します。また、特定健康診査の結果に基づき、適切な受診勧奨及び生活習慣改善

のためのより効果的な保健指導に引き続き取り組んでいきます。

○食生活の改善

・生活習慣病の予防や改善のため、適切な量の食塩・野菜・果物の摂取に関する情報提供やバラ

ンスの良い食事の実践に向けた普及・啓発を行います。

○運動習慣の改善

・運動の健康への効果について正しい知識を持ってもらうため、特定健康診査・特定保健指導等

をはじめとした様々な機会を通じて普及・啓発に取り組みます。

・日常生活の中で体を動かすことや無理なくできる運動等について、普及・啓発します。

・森町健康マイレージ事業を通じて、健康づくりのための運動実践のきっかけづくりをします。

【数値目標】
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⑥ＣＫＤ(慢性腎臓病)

【現状と課題】

○ＣＫＤ(慢性腎臓病)とは、腎臓の働きが健康な人の60％未満に低下する(ＧＦＲが60mL/分/1.73㎡

未満)、あるいはタンパク尿が出るといった腎機能が慢性的に低下した状態です。

○腎機能は加齢とともに低下するため、高齢になるほどＣＫＤが多くなります。ＣＫＤのリスク要

因として、高血圧症、糖尿病、脂質異常、肥満症、メタボリックシンドローム、肝疾患等が挙げ

られます。

○ＣＫＤは、心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患の重大な危険因子です。

○特定健康診査において、収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ、ｅＧＦＲ(腎機能)

といったＣＫＤリスク要因の有所見者割合が県や国よりも高くなっています。(P13参照)

○生活習慣病等医療費に占める慢性腎不全(透析有)の割合が県や国よりも非常に高くなっており、

国と比べると２倍を超えています。(P20参照)

○新規透析患者における原因疾患です。

○死因に占める腎不全の割合が増加しており、腎不全の標準化死亡比は全国ＳＭＲ118.5、静岡県Ｓ

ＭＲ115.7とかなり高い状況です。(P９、10参照)

【取組】

○重症化予防

・かかりつけ医と連携して、高血圧症や糖尿病などのリスク要因の治療を推進していきます。

・糖尿病性腎症重症化予防事業として、糖尿病が重症化するリスクが高い医療機関未受診者及び

治療中断者に対して、適切な受診勧奨、保健指導を行います。また、糖尿病及び糖尿病性腎症

で通院する患者のうち、重症化リスクの高い者に対して、医療機関と連携しながら保健指導等

を行い、腎不全や人工透析への移行を防止します。

【数値目標】
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項目 現状値 令和18年度目標

透析患者数 (令和５年度) 62人 60人

収縮期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 50.7% 40.0%

拡張期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 23.4% 20.0%

尿酸値有所見者割合 (令和５年度) 8.0% 6.0%

ｅＧＦＲ有所見者割合 (令和５年度) 27.9% 25.0%

生活習慣病等医療費に占める慢性腎臓病
(透析有)の割合

(令和５年度) 17.6% 15.0%

腎不全標準化死亡比
(H29～R３)
対静岡県

115.7 減少



項目 現状値 令和18年度目標

40歳～74歳の喫煙率【再掲】 (令和５年度) 12.7% 10.0%

ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)による死亡者数 (令和３年度) ４人 ２人

ＣＯＰＤ認知率 (令和６年度) 12.5% 35.0%

⑦ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)

【現状と課題】

○ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)は、肺の炎症疾患で、かつては肺気腫や慢性気管支炎と呼ばれてい

た疾患が含まれます。喫煙者のうち20～50％がＣＯＰＤを発症するとされ、息切れ、呼吸困難等

により日常生活が制限されＱＯＬの低下を招きます。

○本人がＣＯＰＤであることを自覚しにくいため、未診断・未治療のまま喫煙を続けて重症化する

ケースが多くみられます。ＣＯＰＤの原因としては、50～80％程度にたばこの煙が関与している

とする報告があります。ＣＯＰＤに関する正しい知識を普及し、早期の受診や治療の継続につな

げる必要があります。

○特定健康診査問診による喫煙率は令和５年度12.7％(男性22.2％、女性4.4％)です。

○アンケート調査結果では、ＣＯＰＤをどんな病気か知っていると答えた人は12.5％でした。

○アンケート調査結果では、受動喫煙を４割程度の町民が経験しています。

【取組】

○正しい知識の普及と重症化予防

ＣＯＰＤに関する正しい知識の普及や受動喫煙防止を啓発します。また、ハイリスク者に対す

る受診勧奨に取り組みます。

○喫煙対策

たばこの健康被害や禁煙方法について、普及・啓発します。禁煙を希望する人を支援するため

に、禁煙の治療ができる医療機関や禁煙指導ができる薬局の情報提供を進めます。

【数値目標】
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①ロコモティブシンドローム(骨粗しょう症を含む)

【現状と課題】

○ロコモティブシンドローム(ロコモ：運動器症候群)は、加齢に伴う筋力の低下や関節や脊椎の病

気等により運動器の機能が衰えて、要介護や寝たきりになるリスクの高い状態を表します。

○介護認定率は17.6％で、国(19.7％)より低いですが、県(17.5％)よりはやや高くなっています。

生活習慣病医療費のうち、筋・骨格系の医療費の割合が県や国よりも高く、要介護認定者のうち

49.7％が筋・骨格系疾患を有し、増加傾向となっています。(P23、下図、P20、右上図参照)

○要介護となる原因のおよそ20％は、高齢者に多い変形性膝関節症、変形性腰椎症、骨粗しょう症

等の運動器の障害とされていますが、適切な運動の実施や習慣化により、予防や生活機能の維持

向上が期待されます。

○｢骨粗しょう症｣は、骨の強度の低下を特徴とし、骨折のリスクが増大する骨格の疾患です。特に、

大腿骨近位部を骨折すると、単に移動能力や生活機能を低下させるだけでなく、死亡リスクの増

加につながることが知られています。

○骨粗しょう症検診受診率は19.1％と、県の３倍はあるものの、低い状況です。(P15参照)

○アンケート調査結果では、ロコモティブシンドロームについて、言葉も意味も知っている・大体

知っていると答えた町民は約25％と少ない状況です。
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【取組】

○正しい知識の普及

ロコモに関する正しい知識の普及を図るとともに、健康教室等で運動機能の維持向上を図る運

動を実践を交えて行います。

○骨粗しょう症の早期発見・早期治療

女性の健康週間(３月１日から３月８日まで)、世界骨粗しょう症デー(10月20日)等に合わせて

骨粗しょう症に関する適切な知識の普及を図るとともに、骨粗しょう症検診の実施や受診率向上

の取組を行います。また、精密検査の未受診者や治療中断者に対し、受診勧奨を行います。

【数値目標】

項目 現状値 令和18年度目標

ロコモティブシンドローム認知率 (令和６年度) 24.9% 80.0%

骨粗しょう症検診受診率【再掲】 (令和５年度) 19.1% 30.0%

要介護認定者の有病状況における
筋・骨格系疾患の割合

(令和５年度) 49.7% 45.0%

言葉も意味もよく知っている

10.2%

言葉は知っていて、意味も大体知っている

14.7%

言葉は知っていたが、意味はあまり知らない

11.2%

言葉は聞いたことあるが、意味は知らない

9.8%

知らない

52.2%

無回答者

2.0%

アンケート調査

【｢ロコモティブシンドローム(運動器症候群)｣を知っていますか】



項目 現状値 令和18年度目標

ＢＭＩ20以下の高齢者(65歳以上)の割合 (令和５年度) 25.9% 13.0%

70歳代の地域社会活動等への参加割合 (令和６年度) 45.9% 70.0%

フレイルの認知率 (令和６年度) 21.6% 80.0%

②フレイル(やせを含む)

【現状と課題】

○フレイルとは、高齢者が加齢によって心身ともに虚弱になった状態を指します。健康と要介護状

態の間の段階で、高齢者の多くがフレイルの過程を経て要介護状態になると考えられています。

○フレイルの予防については、栄養(食生活・口腔機能)、運動・社会参加が重要なポイントとされ

る報告があります。特に、社会とのつながりを失うことがフレイルの入口になるという報告もあ

ります。

○高齢者においては、健康な人であっても若年時に比べ食が細くなり、体重の減少や筋力や体力の

低下がみられます。高齢者の体重減少は、フレイルの主要な要因の一つであり、要介護のリスク

となります。また、高齢の女性において低栄養状態が多いことが知られています。

○アンケート調査結果では、フレイルについて、言葉も意味も知っている・大体知っているとの町

民は約22％と少ない状況です。また、成人で地域社会活動、趣味やボランティアを行っている割

合は45.2％となっていますが、いずれも行っていない割合は52.8％と５割以上を占めています。

(P30参照)
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【取組】

○正しい知識の普及

・町民に対してフレイルに関する正しい知識の普及を図ります。

・通いの場、健康教室等で食事、口腔機能、運動、社会参加等のフレイル予防について健康教育

を行い、身体機能の維持・向上を図ります。

○低栄養の予防・改善

後期高齢者基本健康診査結果から、低栄養の該当者に栄養や生活習慣等について、保健指導を

行います。

【数値目標】

言葉も意味もよく知っている

10.4%

言葉は知っていて、意味も

大体知っている

11.2%

言葉は知っていたが、

意味はあまり知らない

7.2%

言葉は聞いたことあるが、

意味は知らない

10.2%

知らない

59.8%

無回答者

1.4%

アンケート調査【｢フレイル｣を知っていますか】

くう

くう



③認知症

【現状と課題】

○要介護認定者のうち、認知症高齢者の人数は令和５年度は621人と年々増加しています。

○運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消や

役割の保持等、認知症の発症を遅らせることができる可能性が示唆されています。

※認知症高齢者率…要介護認定者のうち医師の意見書の認知症項目でⅡa以上の人の割合

【取組】

○通いの場の活用

地域における通いの場で保健師、管理栄養士、理学療法士、歯科衛生士等の専門職による健康

相談等の活動を行い、認知症の発症を予防したり、早期発見・早期対応につなげます。

○正しい知識の普及

認知症サポーター養成講座やオレンジカフェ、オレンジミーティング(当事者が参加)で認知症

の相談や共生について普及・啓発します。

※認知症サポーター養成講座…認知症の正しい知識と接し方を理解し、自分のできる範囲で認知症の人を応援してい

く活動を行う人を養成する講座

※オレンジカフェ…もの忘れが気になり始めた人や、認知症の人とその家族、認知症について知りたい人などが気軽

にお茶を楽しみながら交流できる場所として月１回実施

【数値目標】
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項目 現状値 令和18年度目標

要介護認定者における認知症
高齢者の割合

(令和５年度) 59.5% 増加抑制
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⑤うつ・不安

【現状と課題】

○こころの健康は、身体の健康とも関連があります。栄養・食生活、身体活動・運動、睡眠、飲酒、

喫煙などはうつ病や不安障害との関連が明らかになっており、また｢うつ(うつ病やうつ状態)｣が

あると、喫煙率が高くなり肥満が増えるなど、健康への影響が報告されています。

○アンケート調査結果では、ストレスが大いにある割合は、男性で13.3％、女性で20.7％となって

います。男性は40歳代、女性は20歳代～50歳代で20％を超えています。(P31参照)

また、ストレス解消法がある割合は男性72.5％、女性69.9％となっています。40歳代をピークに

高齢になるほど低下していることから、50歳～70歳に対するこころの健康対策が必要です。(P32

参照)

【取組】

○地域における取組

高齢者等の孤立を防止するため、通いの場など、高齢者等が主体的に集まり、運動や趣味活動

等を行う場の設置を促進します。

○正しい知識の普及及び相談体制の確保と充実

・特定健康診査・特定保健指導などの機会を通じて、こころの健康に関する正しい知識の普及と

相談窓口の周知をします。

・様々な問題を抱える人に対し、関係機関と連携し、相談体制の充実を図ります。

【数値目標】
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項目 現状値 令和18年度目標

睡眠によって十分休養が取れた人
の割合【再掲】

(令和５年度) 72.9% 80%以上

④熱中症(気候変動による健康影響)

【現状と課題】

○日本の平均気温は、変動を繰り返しながら上昇しており、真夏日や猛暑日の増加や降水日が減少

している一方で強い雨の増加がみられるなど、近年は日常生活に大きく影響する気候変動がみら

れます。

【取組】

○適切な情報提供とハイリスク者の支援

夏季を中心に熱中症に関する正しい知識の普及を図るとともに、熱中症予防に関する相談に対

応します。

○クーリングシェルターの普及

広報やホームページ等を活用し、クーリングシェルターの確保や利用を勧め、普及を図りま

す。

【数値目標】

項目 現状値 令和18年度目標

熱中症予防に関する情報発信 (令和５年度) 実施 毎年度実施



項目 現状値 令和18年度目標

70歳代の地域社会活動等への参加割合【再掲】 (令和６年度) 45.9% 70.0%
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３ 社会環境の質の向上

①地域とのつながり・社会参加

【現状と課題】

○アンケート調査結果では、地域社会活動や趣味、ボランティアで何らかの活動を行っている成人

は45.2％となっています。年代別にみると、20歳代が最も低く、年代が上がるとともに上昇して、

60歳代が56.1％と最も高くなっているが、70歳代では45.9％に低下しています。(P34参照)

【取組】

○退職後の世代における地域活動等の支援

・高齢者の地域貢献を促進するため、生活支援等の担い手の養成や、地域で活躍できる場の情報

発信など、高齢者を地域とつなぐ環境づくりを推進します。

・地域における健康づくりや生きがいづくりを促進するため、関係団体と連携し、高齢者が親し

みやすく、安心してスポーツや文化活動、ボランティア等に参加できる環境づくりを支援しま

す。

【数値目標】

(１)社会とのつながり・こころの健康の維持向上



②共食

【現状と課題】

○家族等との共食頻度が高いと、野菜摂取量が増加し適切な食事が多い、またＢＭＩが適正である、

精神的な健康状態が高いことが報告されています。反対に、孤食が多いと、欠食が多い、野菜等

の摂取が少なくなることが報告されており、健康的な食生活を続けるためにも、誰かと食事をす

る機会を設けることが有効とされています。

○一方で、生活の多様化や様々な家庭環境により家族等との共食が困難な場合もあります。

○アンケート調査結果では、朝食を一人で食べているこどもの割合は、就学前児童で4.5％、小学生

で10.0％、中高生で32.9％です。(P27参照)

【取組】

○家庭における共食

毎月19日のもりまち食育の日等を活用し、みんなで食べる機会のほか、料理等の食に関する体

験をする機会の設定など、家庭内における共食について普及を図ります。

【数値目標】
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【朝食を誰と食べますか】

家族全員 大人といっしょ 子どもだけ（二人以上） 子ども一人で

項目 現状値 令和18年度目標

朝食をいっしょに食
べる家族がいる割合

就学前児童 (令和６年度) 95.5% 100%

小学生 (令和６年度) 90.0% 100%

中高生 (令和６年度) 67.1% 100%
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④こころの健康

【現状と課題】

○アンケート調査結果によれば、ストレスが大いにある人の割合は、中高生男子で15.9％、中高生

女子で13.2％、成人男性で13.3％、成人女性で20.7％となっています。成人女性は、幅広い世代

で20％を超えていることから、育児、就労、健康など世代ごとに異なるストレスが生じている可

能性があります。(P31参照)

○アンケート調査結果では、ストレスの解消法がない人の割合が50歳以上に多い傾向がみられます。

(P32参照)

【取組】

○メンタルヘルス対策の充実

ゲートキーパー養成講座を開催し、周囲で悩みを抱えている人に気付き、声をかけ、話を聴き、

必要な支援に早期につなげて見守るゲートキーパーを養成します。

○相談体制の充実

適切な相談機関や専門家につないでいけるよう進めます。

○ストレスを解消できる環境の整備

ストレス解消についての普及・啓発をします。

③孤独・孤立

【現状と課題】

○社会環境の変化により人と人との｢つながり｣の質の希薄化が進む中、単身世帯や単身高齢世帯の

増加が見込まれており、今後、更なる孤独・孤立の問題の深刻化が懸念されます。

○社会とのつながりが少ないと、脳卒中や心臓病、認知症の発症リスクが高くなるなどの健康への

悪影響が報告されています。

○様々な主体との連携により、｢孤独・孤立に悩む人を誰一人取り残さない社会｣、｢相互に支え合い、

人と人との『つながり』が生まれる社会｣の実現が求められます。

【取組】

○孤立しない仕組みづくり

町内会、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、ボランティアなどと、より連携を深め、支援

を必要とする人たちが地域で孤立しない仕組みづくりに努めます。

○通いの場の活用

高齢者の孤独・孤立化を防ぐため、関係団体等と連携し、見守り体制の強化や、世代・属性を

越えて交流できる場の提供など、地域とのつながりの強化に取り組みます。

○相談窓口の周知

様々な問題を抱える人に対し、関係機関と連携し、相談体制の充実を図ります。
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(２)自然に健康になれる環境づくり・基盤整備

①情報発信と機運づくり

【取組】

○健康づくりに関する正しい情報の発信を、広報誌やホームページ、ＬＩＮＥなどを通じて、情報

を届けたい対象に応じて適時に行います。関係機関と連携した情報発信を行います。

○森町健康マイレージ事業を通じて、健康づくりのためのきっかけづくりを行います。

②健康経営・産業との連携

【取組】

○森町商工会や事業所と連携しながら、健康相談・健康教育を行います。

③受動喫煙環境

【現状と課題】

○アンケート調査結果によれば、こどもの近くでたばこを吸う家族がいる割合が、就学前児童で

20.6％、小学生で42.9％でした。また、ほぼ毎日受動喫煙がある成人は7.8％、週に数回の成人が

7.4％となっています。(P36参照)

【取組】

○適切な情報提供

受動喫煙対策に関する適切な情報提供を行います。

○健康な職場づくり

事業所における受動喫煙対策について、事業所と協力しながら行います。



項目 現状値 令和18年度目標値

朝食を毎日食べるこどもの割合【再掲】
幼稚園年長児
小学６年生
中学１年生
高校２年生

(令和５年度) 100%
97%
98%

92.8%

100%
100%
100%
100%

適正体重を維持している小学５年生の割合 83.8% 100%

適正体重を維持している中学１年生の割合 90.0% 100%

５歳児のむし歯のある割合【再掲】 21.3% 15%以下

小学６年生のむし歯のある割合【再掲】 11.6% 10%以下

中学３年生のむし歯のある割合【再掲】 17.6% 15%以下

たばこが成長期に及ぼす影響を知っている割合 (令和６年度) 93.9% 100%
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４ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

(１)こども

【対策のポイント】

・将来にわたった健康を獲得するために、健康的な生活習慣の定着を図ります。

【数値目標】

【現状と課題】

・朝食を毎日食べるこどもの割合は学年が上がるごとに低下しています。(P28参照)

・小中学生の男子の肥満傾向児割合が増加しています。(P17参照)

・アンケート調査結果で、運動習慣がある割合は小学５年生では週１～２日の割合が高く、中高生

では週３～６回以上の割合が高くなっています。小学生の運動習慣の割合が低いため、こどもの

時から運動習慣を身につける活動を推進する必要があります。

・こどものむし歯のある割合は減少してきています。アンケート調査結果で、フッ素配合歯磨きの

利用は就学前児童66.3％、小学生65.7％、中高校生48.8％となっています。歯や口に関する正し

い知識やフッ化物を利用したケアを勧めていきます。(P59参照)

・アンケート調査結果で、テレビや動画、ゲームの利用時間は小学５年生は１日２時間以上～３時

間未満、中高生は１日３時間以上の割合が高くなっています。視力や睡眠に及ぼす悪影響につい

て普及啓発する必要があります。

・アンケート調査結果で、たばこが成長期に及ぼす影響を知っている割合は93.9％でしたが、知ら

ない割合も6.1％いるため、たばこの健康への影響について普及啓発する必要があります。

・アンケート調査結果で、飲酒が成長期に及ぼす影響を知っている割合は95.1％でした。知らない

割合も3.7％いるため、飲酒の健康への影響について普及啓発する必要があります。

・こども期の生活習慣や健康状態は、成人になってからの健康状態にも大きく影響を与えるため、

食生活、運動、歯科等、こどもの健康を支える取組を進める必要があります。

現在の健康状態は、これまでの生活習慣や社会環境の変化等の影響を受ける可能性があることや次

世代の健康にも影響を及ぼす可能性があることを踏まえ、胎児期から高齢期に至るまで人の生涯を経

時的に捉えた健康づくり(ライフコースアプローチ)について取組を進めていく必要があります。
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アンケート調査結果(小学５年生)
【お子さまは運動やスポーツをどれくらいしていますか(学校の体育の授業を除きます)。】

週３日以上

32.9%

週１～２日

44.3%

月１～３日

4.3%

しない

18.6%

アンケート調査結果(中高生)
【授業以外にどれくらいの頻度で運動をしていますか(部活他)。】

アンケート調査結果
【テレビや動画、ゲームの利用時間はどれくらいですか。】

１日１時間未満

7.3%

１日１時間以上

～２時間未満

19.5%

１日２時間以上

～３時間未満

32.9%

１日３時間

以上

40.2%

１日１時間未満

7.1%

１日１時間以上

～２時間未満

28.6%

１日２時間以上

～３時間未満

35.7%

１日３時間

以上

28.6%

毎日

13.4%

週３～６回

28.0%

週１～２回

25.6%

していない

31.7%

無回答者

1.2%

【小学５年生】 【中高生】



【取組】

〇望ましい食習慣の理解と実践

・｢早寝・早起き・朝ごはん運動｣を推進し、規則正しい食生活リズムの重要性について普及・啓

発します。

・｢主食・主菜・副菜｣をそろえた栄養バランスの良い食事の重要性を普及・啓発し、適正体重の

維持を推進します。将来の生活習慣病を予防するためにも、特に肥満傾向男児の保護者に対し

栄養・食生活や運動に関する啓発を推進していくことが必要です。

〇運動習慣の確立

・体を使った遊びや運動習慣の必要性について普及・啓発します。

・学校生活を通じて運動やスポーツに親しみ、運動習慣を身につける活動を推進します。

〇歯や口腔の手入れについて、正しい知識の普及と習慣の定着

・１日３回以上の歯磨き習慣や正しい歯磨きの方法、おやつの与え方、フッ化物利用、歯間ブラ

シ等の活用など、年代に合わせた取組が必要です。むし歯や歯周疾患予防、全身の健康との関

連性等、情報提供を行います。

○たばこ・アルコール・薬物の健康への害について正しい知識を普及します。

・母子健康手帳交付時や乳幼児健康診査・相談において、妊婦及びその家族にたばこの健康被害

や禁煙・受動喫煙防止方法等の指導を実施します。

・中高生への喫煙や飲酒・薬物が及ぼす健康被害についての知識を普及します。
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アンケート調査結果(中高生)
【たばこ(加熱式たばこ含む)が成長期に及ぼす影響を知っていますか。】

アンケート調査結果(中高生)
【飲酒が成長期に及ぼす影響を知っていますか。】

知っている

93.9%

知らない

6.1%

知っている

95.1%

知らない

3.7%

無回答

1.2%

くう
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(２)高齢者

【対策のポイント】

・社会参加の促進を図るとともに、生活機能の維持、向上を図ります。

【数値目標】

【現状と課題】

・アンケート調査結果で、地域社会活動や趣味、ボランティアで何らかの活動を行っている成人は

45.2％となっています。年代別にみると、20歳代が最も低く、年代が上がるとともに上昇して、

60歳代が56.1％と最も高くなっているが、70歳代では45.9％に低下しています。(P34参照)

・アンケート調査結果で、ＢＭＩ18.5未満の70代女性の割合が18.3％であり、70代男性の5.9％と

比べると３倍近く高くなっています。また、健診結果ではＢＭＩ20以下の高齢者(65歳以上)の割

合は25.9％となっています。高齢者の体重減少は、フレイルの主要な要因の１つであり要介護の

リスクとなります。(P39参照)

・身体機能の維持向上やフレイルの予防については、栄養(食生活・口腔機能)、運動・社会参加等

が重要になります。特に、退職後の世代に対し地域活動やボランティア活動、趣味、スポーツ、

就労等、社会参加を支援する必要があります。

【取組】

〇生活機能の低下の早期発見とハイリスク者へのアプローチ

・通いの場等で食事、口腔機能、運動、社会参加等のフレイル予防について健康教育を行い、フ

レイルに関する正しい知識を普及し、身体機能の維持・向上を図ります。

・後期高齢者基本健診結果から低栄養の該当者に栄養や生活習慣等について保健指導を行います。

・通いの場や訪問等で、低栄養や認知症が疑われるなど支援が必要と考えられる場合は、早期に

森町地域包括支援センターにつなげます。

〇高齢者の社会参加の充実

・生活機能を維持・向上していくためには適切な生活習慣の維持と社会参加が重要であることを

周知していきます。

・地域活動やボランティア活動について、情報提供します。

〇認知症に関する正しい知識の普及をします。

項目 現状値 令和18年度目標値

要介護認定者率【再掲】 (令和５年度) 17.6% 増加抑制

70歳代の地域社会活動等への参加割合【再掲】 (令和６年度) 45.9% 70.0%

後期高齢者基本健康診査受診率 (令和５年度) 16.6% 20.0%

ＢＭＩ20以下の高齢者(65歳以上)の割合【再掲】 (令和５年度) 25.9% 13.0%

くう

くう

・令和５年度の高齢化率は36.4％と静岡県の30.7％より上回っており、年々上昇しています。人口

の高齢化に伴い、介護保険の認定者数は年々増加していましたが、令和５年度には1,073人となっ

ており、令和３年度をピークに横ばい状態となっています。(P５、23参照)



項目 現状値 令和18年度目標値

ＢＭＩ18.5未満の20歳～30歳代女性の割合 (令和６年度) 26.8% 15.0%

妊娠中の喫煙率【再掲】 (令和５年度) 1.6% 0%

同居家族が喫煙している人の割合【再掲】 (令和５年度) 44.2% 30%以下

骨粗しょう症検診受診率【再掲】 (令和５年度) 19.1% 30.0%
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(３)女性

【対策のポイント】

・ライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化することを踏まえ、各段階における健康課題の

解決を図ります

【数値目標】

【現状と課題】

・アンケート調査結果で20～30歳代の女性のやせ(ＢＭＩ18.5未満)の割合は26.8％(令和６年度)で、

静岡県の16.6％(令和４年度)と比べて高くなっています。偏った食生活は、鉄欠乏など潜在的な

栄養不良のリスクを高めます。摂食障がいが慢性化すると、無月経や低血圧・不整脈等多くの健

康障がいを招くおそれがあります。(P39参照)

・日本では低出生体重児(2,500g未満)の割合が増えていますが、その背景の一つに若い女性のやせ

や妊娠中の体重増加不足があるといわれています。小さく生まれてきたこどもは、成人後に生活

習慣病(高血圧・糖尿病など)にかかりやすいと考えられています。そのため、妊娠する前からの

適切な体重を理解し、誤った｢やせ願望｣を持たないようにする必要があります。(P８参照)

・喫煙している妊婦の割合は減少していますが、同居家族が喫煙している人の割合は増加していま

す。妊娠中の喫煙や飲酒は、妊婦自身の健康リスクに加えて、胎児の健康に影響を及ぼし、早産、

流産、低出生体重児等のリスクが高まります。

・女性は、ライフステージ(思春期、妊娠・出産期、更年期(閉経の前後５年)、老年期)による女性

ホルモンの変化が大きく、健康への影響が出やすいことが知られています。女性ホルモンの分泌

が減る40歳を過ぎた頃から骨密度が減少していき“骨粗しょう症のリスク”が高まります。骨粗

しょう症検診の令和５年度の受診率は19.1％と県の受診率(7.2％)よりも高いですが、骨粗しょう

症の早期発見・早期治療のためにも適切な知識の普及を図るとともに、骨粗しょう症検診の実施

や受診率向上の取組を行います。

〇若い女性のやせ

・生活習慣病の予防や改善のため、各個人に合った適切なバランスの良い量の食事や適正体重に

ついての普及啓発を行います。

・母子健康手帳交付時における適切な体重増加に関する指導を実施します。

・乳幼児健康診査及び相談時においての栄養指導を実施します。

〇妊娠中の喫煙や飲酒

・母子健康手帳交付時や乳幼児健診や相談において、妊婦及びその家族に飲酒やたばこの健康被

害や禁煙・受動喫煙防止方法等の指導を実施します。

・妊婦健康診査を通して、妊婦に対する禁煙・禁酒指導を実施します。

〇骨粗しょう症の早期発見・早期治療

・女性の健康週間(３月１日から３月８日まで)、世界骨粗しょう症デー(10月20日)等に合わせて

骨粗しょう症に関する適切な知識の普及を図るとともに、骨粗しょう症検診の実施や受診率向

上や精密検査未受診者への受診勧奨の取組を行います。

【取組】
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①計画の推進

本計画の内容を広く町民に周知・啓発するため、広報もりまちや森町ホームページなどを通じて

計画の内容を公表します。

また、健康づくりの各種事業やイベント、健診(検診)などの機会を通じて、計画で示す町の方針

や今後の取組などのＰＲを図ります。

②連携と協働

本計画の推進と目標の達成に向けて連携と協働が必要です。

様々な関係機関や団体とのつながりを持ち、健康づくりのために積極的な働きかけをしていきま

す。

③推進体制

基本目標の実現に向けて、町民、地域、行政などの果たすべき役割を明確にするとともに、実効

性のある推進体制を構築していきます。

(２)計画の進行管理

５ 計画の推進

①計画の進行管理体制

計画を効果的かつ着実に推進するためには、“ＰＤＣＡサイクル”[計画(Plan)→実施・実行

(Do)→点検・評価(Check)→処置・改善(Action)]を確立し、継続的に計画の進行管理を実施してい

く必要があります。

本計画の施策を効果的に推進していくため、｢森町健康づくり推進協議会｣において、本計画の推

進状況の確認と評価を定期的に審議し、計画の進行管理を行っていきます。

②計画の評価

本計画は、評価指標と目標値を設定し、それらの指標が達成できるよう、毎年取組内容の確認を

行っていきます。

計画の中間年度となる令和12年度には特定健康診査結果や事業アンケート、取組内容等で実態を

把握・評価し、その結果を基に社会情勢の変化などを加味し、目標や取組の見直しを行います。

また、最終年度である令和18年度にはアンケート調査等で実態を把握し、最終評価を行います。

設定した目標の達成状況を把握し、次に目指していくべき方向性を見出していきます。

本町を取り巻く環境等の大きな変化が生じた場合には、評価年度にかかわらず、必要に応じて見

直しを行います。

(１)計画の推進

・施策の推進

・施策の進捗評価

・計画の立案・策定

・改善策の検討

計画に沿って施策を

行う。

施策の実施が計画に

沿っているかどうか

を確認する。

従来の実績や将来の

予測等を基にして計

画を作成する。

実施が計画に沿って

いない部分を調べて

改善する。



領域 目標 指標 活用可能な指標 現状値
目標値
(R18)

①
栄
養
・
食
生
活

朝食を毎日食べるこどもを増やす
朝食を毎日食べるこどもの
割合

教育委員会朝食
摂取状況調査

(R５)

幼稚園児 100% 100%

小学生 97.0% 100%

朝食を毎日食べる人を増やす
朝食を抜くことが、
週３回以上ある人の割合

特定健康診査
問診票

(R５)

男性 7.6% 0%

女性 3.2% 0%

妊娠直前にやせている人の割合を
減らす

妊娠前にＢＭＩ18.5未満の
人の割合

母子健康手帳交付
アンケート

(R５) 17.5% 減少傾向

低出生体重児の割合を減らす 低出生体重児の割合 低体重児出生届 (R５) 9.4% 減少傾向

肥満傾向の小学生の割合を減らす
肥満度20%以上の小学生の
割合

森町学校体格集計 (R５)

男子 12.6% 減少傾向

女子 9.4% 減少傾向

肥満傾向の中学生の割合を減らす
肥満度20%以上の中学生の
割合

森町学校体格集計 (R５)

男子 15.6% 減少傾向

女子 7.9% 減少傾向

ＢＭＩ25以上の人の割合を減らす ＢＭＩ25以上の人の割合 特定健康診査結果 (R５)

男性 24.2% 12%以下

女性 20.3% 10%以下

就寝前に夕食を週３回以上食べる人
の割合を減らす

就寝前の２時間以内に夕食
をとることが週３回以上あ
る人の割合

特定健康診査
問診票

(R５)

男性 13.2% 減少傾向

女性 4.8% 減少傾向

間食や甘い飲み物をとる人の割合を
減らす

朝昼夕の３食以外に間食や
甘い飲み物をほとんどとら
ない人の割合

特定健康診査
問診票

(R５)

男性 30.2% 男性 40.0%

女性 14.6% 女性 30.0%

バランスの良い食事をとる人を
増やす

主食・主菜・副菜がそろっ
ている食事を１日に２回以
上、ほとんど毎日食べてい
る人の割合

健康増進計画策定
アンケート

(R６) 64.7% 70.0%

１日３食きちんと食べる高齢者を
増やす

１日３食きちんと食べる人
の割合

後期高齢者基本健
康診査問診票

(R５) 95.9% 100%
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６ 目標値一覧

②
運
動

定期的に運動している人を増やす
１回30分以上の軽く汗をか
く運動を週２日以上、１年
以上続けている人の割合

特定健康診査
問診票

(R５) 37.4% 増加傾向

日常生活で体をよく動かしている人
を増やす

日常生活で歩行程度の身体
活動を１日１時間以上行っ
ている人の割合

特定健康診査
問診票

(R５)

男性 51.0% 55.0%

女性 52.1% 55.0%

同年齢と比べて歩く速度が速い人を
増やす

歩く速度が速い人の割合
特定健康診査
問診票

(R５) 45.6% 50%以上

介護保険サービス利用者を減らす

要介護認定率
(65歳以上の人口における
要支援や要介護の認定を受
けた人の割合)

KDB｢要介護(支援)
者認定状況｣

(R５) 17.6% 増加抑制

(１)生活習慣の改善
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④
た
ば
こ
・
ア
ル
コ
ー
ル

喫煙習慣のある人を減らす 喫煙習慣のある人の割合
特定健康診査
問診票

(R５)

男性 22.2% 15%以下

女性 4.4% 2%以下

喫煙している妊婦をなくす
喫煙している妊婦(母親)の
割合

母子健康手帳交付
アンケート

(R５) 1.6% 0%

妊婦の受動喫煙を減らす
同居家族が喫煙している人
の割合

母子健康手帳交付
アンケート

(R５) 44.2% 30%以下

20歳未満の者の喫煙をなくす
中学生・高校生の喫煙者の
割合

健康増進計画策定
アンケート

(R６) 0.0% 0%

20歳未満の者の飲酒をなくす
中学生・高校生の飲酒者の
割合

健康増進計画策定
アンケート

(R６) 1.2% 0%

毎日飲酒する人の数を減らす 毎日飲酒している人の割合
特定健康診査
問診票

(R５)

男性 40.3% 30%以下

女性 7.6% 1%以下

多量飲酒する人の数を減らす
多量飲酒している人の割合
(１日３合以上)

特定健康診査
問診票

(R５)

男性 2.1% 0%

女性 0.3% 0%

歯周疾患検診を受診する
歯周疾患検診受診率
(40～70歳までの10歳刻み
年齢)

歯周疾患検診 (R５) 8.3% 10%

⑤
歯

歯科検診、フッ化物塗布、入れ歯の

手入れ等、口腔衛生に気をつけてい

る人を増やす

定期的に歯科検診を
受けている割合

歯周疾患検診
アンケート

(R４) 39.2% 80.0%

フッ化物塗布事業参加率 幼児健康診査･相談 (R５) 98.3% 100%

むし歯を減少させる

おやつをこども任せに与え
ている割合

乳幼児健康診査・
相談歯科問診票

(R５)

10.7% 7%以下

１歳６か月児のむし歯のあ
る割合(有病者率)

１歳６か月児
健康診査

0.0% 0%

３歳児のむし歯のある割合
(有病者率)

３歳児
健康診査

3.1% 0%

５歳児のむし歯のある割合
(有病者率)

５歳児
歯科調査結果

21.3% 15%以下

小学６年生のむし歯のある
割合(有病者率)

学校歯科検診結果 11.6% 10%以下

中学３年生のむし歯のある
割合(有病者率)

学校歯科検診結果 17.6% 15%以下

歯周疾患を減らす
歯間ブラシ等歯間部清掃用
具の使用率

歯周疾患検診
アンケート

(R４) 48.6% 60%以上

よくかんで食べることができる人を
増やす

よくかんで食べることがで
きる人の割合

特定健康診査結果 (R５) 80.5% 85.0%

領域 目標 指標 活用可能な指標 現状値
目標値
(R18)

③
休
養
・
こ
こ
ろ

睡眠によって十分休養が
取れた人の割合を増やす

睡眠によって休養が
取れたと感じる人の割合

特定健康診査
問診票

(R５) 72.9% 80%以上

ストレスが溜まっている人の割合を
減らす

ゆったりとした気分で子ど
もと過ごせる時間がある母
親の割合

健やか親子21
アンケート

(R５)

４か月児
97.1%

100%

１歳６か月児
63.0%

100%

３歳児
70.6%

100%

自殺者を減らす 自殺死亡者数 人口動態統計 (R４) ４人 ０人

くう
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領域 目標 指標 活用可能な指標 現状値
目標値
(R18)

⑥
健
康
管
理

健康寿命を延ばす
健康寿命
(平均自立期間)

KDB｢地域の全体像
の把握｣

(R５)

男性 80.5年 81.0年

女性 87.0年 87.5年

特定健康診査を年１回受診する
特定健康診査受診率
(40～74歳)

特定健康診査結果 (R５) 44.0% 60.0%

特定保健指導を受け、
生活習慣を改善する

特定保健指導実施率
(40～74歳)

特定保健指導
実施数

(R５) 69.8% 75.0%

メタボリックシンドローム
該当者を減らす

メタボリックシンドローム
該当者の割合(40～74歳)

特定健康診査結果 (R５)

男性 22.4% 12%以下

女性 8.8% 5%以下

メタボリックシンドローム
予備群を減らす

メタボリックシンドローム
予備群の割合(40～74歳)

特定健康診査結果 (R５)

男性 12.3% 10%以下

女性 3.6% 2%以下

高血圧の予備群・有病者を
減らす

血圧Ⅰ度(140/90mmHg)以上
の者の割合

特定健康診査結果 (R５) 28.5% 減少傾向

血糖コントロール不良者の
割合の減少

ＨｂＡ１ｃが、6.5%以上の
者の割合

特定健康診査結果 (R５) 11.0% 減少傾向

がん検診を受診する

がん検診受診率

(子宮頸がん20歳以上、
その他40歳以上)

がん検診 (R４)

胃がん
7.4%

50%以上

肺がん
14.9%

50%以上

大腸がん
12.9%

50%以上

子宮頸がん
18.1%

50%以上

乳がん
26.0%

50%以上

がん検診後、精密検査を
受診する

がん検診精密検査受診率
がん検診精検
受診率

(R３)

胃がん
60.9%

100%

肺がん
81.0%

100%

大腸がん
73.2%

100%

子宮頸がん
77.8%

100%

乳がん
94.1%

100%

骨粗しょう症検診を受診する
骨粗しょう症検診受診率
(40～70歳までの５歳刻み
年齢女性)

骨粗しょう症検診 (R５) 19.1% 30.0%

けい

けい

けい



②
が
ん

がん検診受診率【再掲】

胃がん (令和４年度) 7.4% 50%以上

肺がん (令和４年度) 14.9% 50%以上

大腸がん (令和４年度) 12.9% 50%以上

子宮頸がん (令和４年度) 18.1% 50%以上

乳がん (令和４年度) 26.0% 50%以上

がん検診精密検査受診率【再掲】

胃がん (令和３年度) 60.9% 100%

肺がん (令和３年度) 81.0% 100%

大腸がん (令和３年度) 73.2% 100%

子宮頸がん (令和３年度) 77.8% 100%

乳がん (令和３年度) 94.1% 100%

40歳～74歳の喫煙率 (令和５年度)

男性 22.2% 20.0%

女性 4.4% 3.0%
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項目 現状値 令和18年度目標

①
高
血
圧
症

塩分のとり過ぎに気をつけている人 (令和６年度) 65.3% 80.0%

特定健康診査受診率【再掲】 (令和５年度) 44.0% 60.0%

特定保健指導実施率(終了率)【再掲】 (令和５年度) 69.8% 75.0%

収縮期血圧有所見者割合 (令和５年度) 50.7% 40.0%

拡張期血圧有所見者割合 (令和５年度) 23.4% 20.0%

(２)生活習慣病(ＮＣＤｓ)の発症予防・重症化予防

③
循
環
器
病

塩分のとり過ぎに気をつけている人【再掲】 (令和６年度) 65.3% 80.0%

間食や甘い飲み物をとっている人の割合 (令和６年度) 78.2% 70.0%

特定健康診査受診率【再掲】 (令和５年度) 44.0% 60.0%

特定保健指導実施率(終了率)【再掲】 (令和５年度) 69.8% 75.0%

収縮期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 50.7% 40.0%

拡張期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 23.4% 20.0%

ＬＤＬコレステロール有所見者割合 (令和５年度) 49.5% 40.0%

④
糖
尿
病

特定健康診査受診率【再掲】 (令和５年度) 44.0% 60.0%

特定保健指導実施率(終了率)【再掲】 (令和５年度) 69.8% 75.0%

空腹時血糖有所見者割合 (令和５年度) 44.2% 40.0%

ＨｂＡ１ｃ有所見者割合 (令和５年度) 76.5% 60.0%

新規透析患者における糖尿病性腎症の人数 (令和５年度) ３人 減少傾向

けい

けい
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項目 現状値 令和18年度目標

⑤
メ
タ
ボ

脂肪のとり過ぎに気をつけている人 (令和６年度) 64.3% 80.0%

間食や甘い飲み物をとっている人の割合 (令和５年度) 78.2% 70.0%

特定健康診査受診率【再掲】 (令和５年度) 44.0% 60.0%

特定保健指導実施率(終了率)【再掲】 (令和５年度) 69.8% 75.0%

ＢＭＩ25以上の有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 22.1% 20.0%

収縮期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 50.7% 40.0%

拡張期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 23.4% 20.0%

ＬＤＬコレステロール有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 49.5% 40.0%

空腹時血糖有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 44.2% 40.0%

ＨｂＡ１ｃ有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 76.5% 60.0%

⑥
Ｃ
Ｋ
Ｄ(

慢
性
腎
臓
病)

透析患者数 (令和５年度) 62人 60人

収縮期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 50.7% 40.0%

拡張期血圧有所見者割合【再掲】 (令和５年度) 23.4% 20.0%

尿酸値有所見者割合 (令和５年度) 8.0% 6.0%

ｅＧＦＲ有所見者割合 (令和５年度) 27.9% 25.0%

生活習慣病等医療費に占める慢性腎不全の割合 (令和５年度) 17.6% 15.0%

腎不全標準化死亡比
(H29～R３)
対静岡県

115.7 減少

⑦
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ

(

慢
性
閉
塞
性

肺
疾
患)

40歳～74歳の喫煙率【再掲】 (令和５年度) 12.7% 10.0%

ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)による死亡者数 (令和３年度) ４人 ２人

ＣＯＰＤ認知率 (令和６年度) 25.0% 35.0%

(３)生活機能の維持・向上

項目 現状値 令和18年度目標

①
ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ

シ
ン
ド
ロ
ー
ム

(

骨
粗
し
ょ
う
症
を
含
む)

ロコモティブシンドローム認知率 (令和６年度) 24.9% 80.0%

骨粗しょう症検診受診率【再掲】 (令和５年度) 19.1% 30.0%

要介護認定者の有病状況における筋・骨格系疾患の割合 (令和５年度) 49.7% 45.0%

②
フ
レ
イ
ル

(

や
せ
を
含
む)

ＢＭＩ20以下の高齢者(65歳以上)の割合 (令和５年度) 25.9% 13.0%

70歳代の地域社会活動等への参加割合 (令和６年度) 45.9% 70.0%

フレイルの認知率 (令和６年度) 21.6% 80.0%

③
認
知
症

要介護認定者における認知症高齢者の割合 (令和５年度) 59.5% 増加抑制

⑤
う
つ
・

不
安

睡眠によって十分休養が取れた人の割合【再掲】 (令和５年度) 72.9% 80%以上

④
熱
中
症

熱中症予防に関する情報発信 (令和５年度) 実施 毎年度実施



女
性

ＢＭＩ18.5未満の20歳～30歳代女性の割合 (令和６年度) 26.8% 15.0%

妊娠中の喫煙率【再掲】 (令和５年度) 1.6% 0%

同居家族が喫煙している人の割合【再掲】 (令和５年度) 44.2% 30%以下

骨粗しょう症検診受診率【再掲】 (令和５年度) 19.1% 30.0%

高
齢
者

要介護認定率【再掲】 (令和５年度) 17.6% 増加抑制

70歳代の地域社会活動等への参加割合【再掲】 (令和６年度) 45.9% 70.0%

後期高齢者基本健康診査受診率 (令和５年度) 16.6% 20.0%

ＢＭＩ20以下の高齢者(65歳以上)の割合【再掲】 (令和５年度) 25.9% 13.0%
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(４)社会とのつながり・こころの健康の維持向上

項目 現状値 令和18年度目標

①
地
域
と
の

つ
な
が
り
・

社
会
参
加

70歳代の地域社会活動等への参加割合【再掲】 (令和６年度) 45.9% 70.0%

②
共
食

朝食をいっしょに食べる家族がいる割合

就学前児童 (令和６年度) 95.5% 100%

小学生 (令和６年度) 90.0% 100%

中高生 (令和６年度) 67.1% 100%

(５)ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

項目 現状値 令和18年度目標

こ
ど
も

朝食を毎日食べるこどもの割合【再掲】

幼稚園年長児

小学６年生

中学１年生

高校２年生

(令和５年度)

(令和５年度)

(令和５年度)

(令和５年度)

100%

97%

98%

92.8%

100%

100%

100%

100%

適正体重を維持している小学５年生の割合 83.8% 100%

適正体重を維持している中学１年生の割合 90.0% 100%

５歳児のむし歯のある割合【再掲】 21.3% 15%以下

小学６年生のむし歯のある割合【再掲】 11.6% 10%以下

中学３年生のむし歯のある割合【再掲】 17.6% 15%以下

たばこが成長期に及ぼす影響を知っている割合 (令和６年度) 93.9% 100%



第３次森町食育推進計画



本計画では、前計画に定めた基本理念・基本方針を引き継ぐとともに、前計画の評価や食を取り巻

く現状から見えてきた課題を踏まえ、食育の更なる推進を図ります。

食の大切さを理解し、生涯にわたって望ましい食生活を
実践することができる力を身につける

私たちが、生涯にわたって心身ともに健康で過ごすためには、規則正しい生活習慣を身につけるこ

とが大切です。その中でも特に｢食｣は、生きてく上で欠くことのできない最も重要な｢命の源｣です。

さらに、丈夫な体と豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくための基本です。

生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進のため、妊産婦や乳幼児から高齢者に至るまで、ライ

フステージやライフスタイル、多様な暮らしに対応した切れ目のない食育が重要です。また、高齢化

が進む中で、より健康で自立して生活できる期間(健康寿命)を伸ばしていくための取組が求められて

います。

持続可能な食を支える食育の推進のため、先人から育まれてきた地域の豊かな味覚や伝統的な食文

化を守り、次の世代へ継承していくことが求められています。また、食品ロスの発生や近年の異常気

象に伴う自然災害の備え等、環境に配慮した食育(食品ロス削減等)や食の安全・安心の実現に向けた

食育(災害時の備え等)の重要性が高まっています。

森町では、これらを踏まえ家庭や地域、学校をはじめ、食に関わる関係機関や団体、行政等が連携

し、広がりある食育を推進していきます。

目指すべき将来像の基本理念を実現するために、前計画で定めた４つの基本目標に新たな取組を加

えた目標を設定しました。

M … まごころに感謝して食べる ➡ ｢豊かな心を育む｣
O … おいしく作って食べる ➡ ｢食をつくる｣
R … 理解して食べる ➡ ｢食を知る｣
I … いっしょに楽しく食べる ➡ ｢食を楽しむ｣

｢MORI(森)の食育｣基本目標

１ 食育推進の基本的な考え方

(１)食育推進の基本方針

(２)食育推進の基本目標
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●料理等を体験する機会の充実

・栄養、味、色のバランスが良い食事を作る大切さを伝えます。

・地元食材や旬の食材を取り入れた献立を紹介・普及します。

・各種料理教室等で調理をする楽しさや望ましい食習慣を学ぶ機会を提供します。

・保育園、幼稚園、学校等で行う調理体験を支援します。

・適正な量の食塩、野菜、果物の摂取を推進し、情報提供を行います。

●農作業等を体験する機会の提供

・保育園、幼稚園、学校等で行う野菜の栽培活動を支援し、作ることの楽しさや大切さを伝えてい

きます。

・関係者・生産者団体による取組を支援します。

基本目標２ O … おいしく作って食べる ｢食をつくる｣

・自然の恵みや食の生産・流通・調理に関わった人への感謝の気持ちを育てます。

・農業体験等を通じて食物を育てる喜びや感謝の気持ちを深めます。

・｢いただきます｣｢ごちそうさま｣の挨拶や食事のマナーを学び伝えます。

・食材を無駄なく使い、調理することで食品ロスの削減に努めます。

基本目標１ M … まごころに感謝して食べる ｢豊かな心を育む｣

(３)基本目標を推進するための具体的な取組

●望ましい食生活や食べ方に関する知識の普及や情報提供

・｢早寝早起き朝ごはん運動｣を推進し、規則正しい食生活リズムの重要性について啓発します。

・｢主食・主菜・副菜｣をそろえた栄養バランスの良い食事の重要性を普及・啓発します。

・よくかんで食べることを推進し、歯磨きの大切さについて情報提供を行います。

・栄養バランスや適量を判断し、適正体重の維持を推進します。

●食品の安全に関する教育活動

・食品表示や食品の安全性に関する情報提供や普及・啓発を行います。

・町民自らが安全な食を選択できるような情報提供や学ぶ機会を提供します。

・災害時に備えた食の確保の重要性など、非常時の食についての普及・啓発を行います。

●自然環境についての意識啓発

・環境に配慮し、生ごみ処理機購入補助制度を周知するなど、家庭から排出される生ごみの減量

化を推進します。

・食と環境についての意識啓発を行います。

基本目標３ R … 理解して食べる ｢食を知る｣



●食への関心と理解を深める機会の提供

・｢食育月間｣、｢食育の日｣、｢学校給食週間｣を利用し、食育への関心を高める活動を推進します。

・家族や仲間と食卓を囲み、一緒に食べることを推進します。

・食育活動を行うボランティアの人材育成、活動を支援します。

●地域の食材や食文化を楽しむ機会の提供

・家庭や地域に伝わる郷土料理、行事食などを暮らしの中で受け継ぐための取組を推進し、食文

化の継承を図ります。

・地元食材を利用した献立や行事食、伝統料理を学校給食に取り入れます。

・生産者と消費者の交流を図り、地産地消の促進を図ります。

基本目標４ I … いっしょに楽しく食べる ｢食を楽しむ｣

94
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２ 食を取り巻く状況と課題

家族と一緒に朝食を食べる割合において５年間の各年度の状況を見ると、幼稚園年長児は令和３年

度100％だったが、令和４年度は75.0％、令和５年度は70.0％と減少しています。小学６年生は、令和

２年度から令和４年度まで上昇傾向であったものの、令和５年度では67.8％と減少しています。中学

２年生では令和３年度が65.4％と最も高く、その後減少傾向です。令和５年度では43.3％と最も低く

なっています。

資料：森町教育委員会
｢朝食摂取状況調査｣

｢朝食をだれと食べているか｣学年ごとの推移

｢朝食をだれと食べているか｣の学年ごとの推移では、令和５年度は幼稚園年長児、小学６年生で

は｢こどもだけで｣が最も高く、次いで｢ひとりで｣が高くなっていて、ともに上昇傾向です。

中学２年生では｢ひとりで｣が１番高い状況で推移しており、令和５年度は、57.0％と過去５年間

で最も高くなっています。また、どの学年においても、｢家族みんなで｣が減少傾向です。

世帯構造の変化やライフスタイルの変化で、こどもの孤食が増えていると考えられます。幼児期

から｢大人・家族といっしょに｣食事をする習慣を継続させること、｢ひとりで｣や｢こどもだけ｣で食

事をする割合を減少させることが課題といえます。

(１)家族といっしょに朝食をとる割合
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朝食を｢毎日食べる｣割合は、令和５年度、幼稚園年長児は100％、小学６年生は97.0％、中学２年生

は98.0％、高校生は92.8％と、いずれも90％を超えています。

この５年間の推移をみると、幼稚園年長児は令和２年度に100％を達成した後、100％を継続できて

います。

小学６年生は、令和元年度は66.7％と非常に低かった状況から令和３年度には大幅に改善されて

100％を達成し、その後、やや低下したものの90％台後半の高水準が続いています。

中学２年生は、令和元年度82.8％と低かったところから増加傾向が続いており、令和３年度以降は

90％台後半が続いています。

高校生はこの５年間ずっと90％台の水準が継続しており、横ばいで推移しています。

朝食は活動するための大切なエネルギー源であり、朝食の欠食は食生活の乱れを招くことから、朝

食摂取率100％の実現に向けて、毎日食べることの大切さを啓発していく必要があります。

(２)朝食の摂取状況

資料：森町教育委員会・森町健康こども課
｢朝食摂取状況調査｣
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小学生・中学生における適正体重の状況をみると、令和５年度、適正体重である者の割合は、小学

５年生で83.8％、中学１年生で90.0％となっています。

小学５年生は、令和４年度に80.0％まで大幅に低下し、令和５年度にはある程度回復したものの、

まだ低い水準が続いています。中学１年生は、適正体重である者の割合が令和４年度まで継続的に低

下していましたが、令和５年度は大きく上昇し改善されています。

学校体格調査では、中学生女子を除いて肥満傾向児童・生徒が増加傾向にあることから、肥満傾向

児童・生徒を減らす取組を進めていきます。

資料：森町教育委員会
｢森町学校体格集計｣

※ ここでいう適正体重とは、公益財団法人日本学校保健会発行｢児童生徒等の健康診断マニュアル｣において、肥満度に基づく判定が
｢普通｣であった場合をいう。

(３)小学生・中学生における適正体重の状況
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資料：森町教育委員会
｢森町学校体格集計｣
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働き世代におけるメタボリックシンドローム該当者の割合は、令和５年度は男性22.4％、女性は

8.8％となり、この５年間の推移を見ると、男性は増加傾向にあり、女性は横ばいになっています。県

と比較するといずれの年度も該当者割合は低く推移しています。

内臓脂肪の蓄積は将来の生活習慣病につながることから、｢主食・主菜・副菜｣をそろえた栄養バラ

ンスの良い食事を推進していく必要があります。

特定健診結果におけるＢＭＩ20以下の高齢者の割合は、65歳～69歳で26.8％、70歳～74歳で25.2％

となっています。男性がいずれの年齢階層でも15％程度であることに対し、女性は30％を超えており、

高齢期にある女性の約３人に１人が低栄養傾向にあります。高齢者の体重減少は、フレイルの主要な

要因の１つであり要介護のリスクとなります。

身体機能の維持向上やフレイルの予防については、栄養(食生活・口腔機能)、運動・社会参加等が

重要になります。栄養・食事については、１日３食、しっかりそしゃくしながら食べ、体重を維持す

ることを推進していく必要があります。

(４)成人期(働く世代)におけるメタボリックシンドローム該当者の現状

(５)高齢期(65～74歳)における低栄養傾向(ＢＭＩ20以下)の現状

資料：KDB｢地域の概況｣

資料：令和５年度健康診査結果
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まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を｢食品ロス｣と言います。日本における食品ロスは令和

３年度までは年間500万t以上発生していましたが、令和４年度は472万tでした。そのうち、約半分が

家庭から発生しています。

国は、2030年度(令和12年度)までに、2000年度(平成12年度)と比べ、家庭系食品ロス量、事業系食

品ロス量いずれも半減できるよう取組を推進しています。

平成

24年度
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平成
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平成
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28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

家庭系食品ロス(万t) 312 302 282 289 291 284 276 261 247 244 236

事業系食品ロス(万t) 331 330 339 357 352 328 324 309 275 279 236

国民一人当たりの換算量(㎏) 50 50 49 51 51 48 47 45 41 42 38
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○環境に配慮した食育

令和４年度の国民一人当たりの食品ロス量は、年間38kgとなっており、１日に換算すると114gと

なります。これは茶碗１杯分のご飯に近い量(約150g)となります。またアンケート調査では、食品

ロス削減のために行動している人が64.2％、行動していない人が35.8％という結果でした。森町で

も国や県と伴に、食品ロス削減に向けて取り組んでいく必要があります。(P107参照)

(６)食品ロスの現状



実施園数 栽培している野菜(例)

８園(全園)
＊栽培する野菜は

園により異なる

果菜類 ナス・ピーマン・トマト・きゅうり・枝豆

根菜類 じゃがいも・さつまいも・大根

葉菜類 キャベツ・ほうれん草

果実類 いちご

栽培作物 活動内容

トマト･ナス･きゅうり
大根･白菜･ブロッコリー
にんじん･落花生･すいか

米･もち米

味噌汁、ご飯を炊く、
スクランブルエッグ、野菜いため、
朝食の献立を考えて調理する、

いため料理、ゆで料理

100

第２次森町食育推進計画策定後、保育園、幼稚園、小学校、中学校では毎年、食に関する指導の全

体計画(食に関する指導目標や活動計画等)を作成し、計画に基づいた活動が行われています。

①保育園・幼稚園における栽培活動

保育園や幼稚園では夏野菜を中心に栽培活動を行っています。身近な野菜を育てることで、野菜

への興味や関心を高めています。また、自分で育てた野菜を収穫し調理する体験は、食べる喜びや

楽しさを味わう場となっています。

②小学校・中学校での取組

農業体験をしている小中学生の割合は、令和元年度から令和５年度まで、100％を継続することが

できています。また、調理体験をしている小中学生の割合は、令和２年度までは60％前後でしたが、

令和３年度以降、100％が続いています。小学校では総合的な学習の時間や理科の授業等で栽培活

動・調理実習を行い、食べ物に感謝する気持ちを育くんでいます。

資料：森町健康こども課

保育園・幼稚園での活動内容

小学校の活動内容例

令和６年度栽培・調理体験に関するアンケート

③高校での取組

授業において、さつまいもの植え付けと収穫を小学校と連携して行っています。また、食品製造

において、ジャム作り、うどん作り、みそ作りを行ったり、伝統食と食べ物の意味を理解するため、

家庭でのおせち作りに取り組んでいます。

(７)保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校の食育への取組状況
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実施主体 対象 参加人数 栽培作物 作業内容

ＪＡ遠州中央
(青年部･女性部)

町内の小学生 約40人 米･レタス 種まき、間引き、収穫、調理

町内の小学生
と幼稚園児

60人 野菜 植え付けと収穫体験

101

①地域での食育取組

町内の若手農業者がＪＡ遠州中央と連携して、小学生と保護者を対象とした｢親と子の体験学習・

森町農業小学校｣を実施しています。令和５年度は、枝豆・じゃがいも、令和６年度はバケツ稲・レ

タス等の栽培に取り組んでいます。栽培から収穫までを一連の学習として行い、食物が食卓に並ぶ

までの課程を体験しています。また、成人期へ向けて食に関する知識向上、生活習慣病予防・改善

を目的とした料理教室や漬物教室、お菓子作り教室も開催しています。その年ごとに協力してくれ

る生産者も替わり、多くの人々の交流も生まれています。

②地産地消への取組

地域の農業振興と地産地消の取組として、農産物直売所で地元生産者の出荷する農産物を消費者

へ販売しています。

今後も安全安心な食材を提供し、販売品目の充実・ＰＲ活動により、農産物直売所の更なる利用

促進を図っていきます。

また保育園、幼稚園、学校においても、地産地消給食に取り組んでいます。

資料：ＪＡ遠州

③地域に根ざした食育活動

森町健康づくり食生活推進協議会では、｢わたしたちの健康は私たちの手で｣をキャッチフレーズ

に、健康で明るい町づくりを目指して、地域の食生活改善と健康づくりの普及・啓発に努め、地域

に根ざした活動を行っています。

◇取組事業

・親子料理教室、シニアクラブ料理教室、団体が主催する料理教室等のサポート

・地場産物を使ったお料理や生活習慣病予防食等を｢広報もりまち｣に掲載

・敬老会や地域の行事への参加(食事作りなど)

資料：森町健康こども課 森町健康づくり食生活推進協議会
親子クッキングセミナー

森町食生活推進協議会調理実習、親子クッキングセミナーの様子

令和６年 活動内容

(８)地域での食育取組状況
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食品の安全性の確保は食生活における基本的な問題であり、食品の安全性が損なわれれば、人々の

健康に影響を及ぼし、ときには重大な被害を生じさせるおそれがあります。

また、マスメディア等による食に関する情報があふれている一方で、中には偏った内容や誤った情

報もあり、何が正しい情報なのか不安感を持つ町民も少なくありません。

さらに、近年食品の産地や期限などの偽装表示、異物混入等、食の安全性に関する問題が生じ、食

の安全と安心に対する町民の関心はますます高まっていることから、正しい情報の提供が必要です。

地域に根ざした多彩な食文化は、正月などの季節の行事やこどもの健やかな成長を願う祭事などに

おいて、地域共通の豊かな食の楽しみとして培われ、伝えられてきました。しかし、食生活の多様化

や簡便化が進む中、こうした伝統的な食文化が失われることが懸念されています。

家庭や地域で受け継がれてきた食文化を守り伝えていくためには、行事食などの伝統的な食文化を

次世代に伝承していく取組が必要です。

保育園、幼稚園、学校では、行事食やふるさと給食週間に地域に伝わる郷土料理を提供するなどの

取組をしています。

(９)食の安全と安心

(10)食文化の伝承

資料：森町立森幼稚園餅つき会 資料：森町立園田幼稚園収穫体験
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３ 食育推進の取組

(１)ライフステージごとの取組

食育を推進していくためには、町民一人一人が世代に応じた食生活を身につけ、生涯にわたり、健

全な食生活を実践していくことが大切です。

この計画では、｢こども世代｣、｢成人期(働く世代)｣、｢高齢期｣に分け、それぞれの段階に応じた望

ましい食生活について情報提供を行うとともに、関係する機関・団体が連携して、学習の機会を設定

し、食育を推進していきます。

｢こども世代｣は、初めて食べ物を口にする乳児期から、身体の発育や味覚の形成などが発

達する幼児期、心身の発達が著しく、食への興味や関心が高まる学童期、生活習慣の身体的

な発達がほぼ完了する思春期までを指します。食に関する体験を通して、食への関心を高め、

望ましい食生活を自ら実践できる力を身につけるための食育を推進します。

【家庭での取組】

・｢早寝・早起き・朝ごはん｣を実践し、生活リズムを整えます。

・野菜は積極的に、果物は適量を食べます。

・主食・主菜・副菜をそろえた食事を心がけます。

・うす味を心がけ、減塩に取り組みます。

・間食は、量や種類、食べる時間などに気をつけます。

・よくかんで味わって食べる習慣を身につけます。

・家族や仲間と食卓を囲んで楽しい食事をし、コミュニケーションを深めるとともに、マナーや作

法を身につけます。

【町・関係機関の取組】

・園・学校生活では、給食や教科学習を通じて、食事の量や栄養バランスなどの食に関する正しい

知識と望ましい食習慣を身につけるため、食育指導の充実を図ります。

・給食を通じて、食事のマナーや配膳、片付けを身につけ、皆で食べる楽しさを学ぶ食育を行いま

す。

・調理実習や農業体験を学習に取り入れ、食に感謝する心を養い、食への関心を高める取組を行い

ます。

・町と関係機関が連携し、保護者に望ましい食生活や食に関する様々な情報を提供し、必要に応じ

て個別での相談や助言を実施します。

①｢こども世代｣における食育(乳幼児期・学童期・思春期)

【

【

私たちが健康な毎日を過ごすためには、

１日３回、主食・主菜・副菜をそろえた

バランスの良い食事をすることが大切です。

主食：ごはん、パン、麺類など

主菜：魚、肉、卵、大豆、大豆製品を使った料理

副菜：野菜、きのこ、海藻類を使った料理
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｢成人期(働く世代)｣は、就職などの環境の変化が生活習慣に大きな影響を与える青年期、

自己管理に加えて、家庭や地域において次世代を育てる役割が期待される壮年期、加齢に伴

う身体機能の低下やこれまでの食習慣の健康への影響を感じるようになる中年期までを指し

ます。将来の健康を見据えた自身の食生活の改善や食育の担い手としての活躍に向けた食育

を推進します。

②｢成人期(働く世代)｣における食育(青年期・妊娠期・壮年期・中年期)

野菜や海藻、きのこ類は食物繊維やビタミン、

ミネラルが豊富で身体の調子を整える働きが

あります。

１食約100～120g摂りましょう。

生の状態で両手１杯分、加熱した場合は片手

にのる量が目安です。

１日の野菜摂取目標量 350g

【家庭での取組】 ◎…妊娠期(胎児期)への取組

・自分の適正体重を維持するため、身体に見合った食事量や栄養バランスに配慮した食生活を心が

けます。

・主食・主菜・副菜をそろえた食事を心がけます。

・野菜(350g)は積極的に、果物(200g)は適量を積極的に食べます。

・うす味を心がけ、減塩に取り組みます。

・食に関する知識や経験を深め、食品を選ぶ力や調理をする力を身につけます。

・食の安全や食品衛生に関する知識を持ち、食生活に生かします。

・料理の作りすぎや食べ残しを減らすなど、環境に配慮した食生活を実践します。

・地場の食材や旬を生かした食事を楽しみます。

・家族や仲間と食卓を囲むことを大切にし、食に関するマナーや作法を伝えます。

・家庭の味や郷土の味、行事食や伝統食を次世代に伝えます。

◎自分の体格や健康状態に合った妊娠期の望ましい体重増加を理解します。

◎出産後に必要な食生活の知識を身につけます。

【町・関係機関の取組】

・健康に対する自己管理能力を高めるため、調理する力や自分の成長に見合った食の知識が習得で

きるよう情報提供を行います。

・生活習慣病予防のための食生活を提案します。

・事業所と連携しながら、健康相談・健康教育を行い、健康づくりを支援します。

・特定健康診査でメタボリックシンドロームやその予備群と判定された該当者に対し、町民自らが

生活習慣の改善に取り組むことを支援します。

・食育活動を行うボランティアの人材育成、活動を支援します。

・食に対する意識を高めるため、食育推進計画の周知を図ります。

◎母子健康手帳を交付する際に、妊娠期の食事のポイントやレシピが掲載されたリーフレットを配

布し、食に関する情報提供を行います。
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｢高齢期｣は加齢に伴う身体の変化・体力の低下が見られ、健康状態の個人差が大きくなる

時期です。健康寿命を延ばすためや介護予防の観点からも、栄養バランスのとれた食事が大

切です。そのために、そしゃくやえん下機能を維持し、自分に合った食生活を実践すること

が必要です。

たんぱく質を多く含むもの カルシウムを多く含むもの

魚

卵

大豆製品

肉

牛乳 ヨーグルト

小松菜等の青菜 しらす

③｢高齢期｣における食育

【家庭での取組】

・自らの健康状態に合った、適正なエネルギー量のバランスのとれた食生活を実践します。

・主菜(たんぱく質)や乳製品(カルシウム)などもしっかり食べ、低栄養を予防します。

・野菜(350g)は積極的に、果物(200g)は適量を食べます。

・うす味を心がけ、減塩に取り組みます。

・自らのそしゃく機能に合わせた食材を、ゆっくりとよくかんで食べることを心がけます。

・いつまでも自分の歯で食べる楽しみを持ちます。

・孤食を防ぐため、家族や仲間と楽しく食事する機会を増やします。

・｢食｣に関する知識や経験を基に、食文化を次世代へ伝えます。

【町・関係機関の取組】

・栄養の過剰摂取や低栄養を改善するための情報提供や健康教育を行います。

・歯や口腔の健康を守るための情報を提供し、80歳になっても自分の歯を20本以上保つ｢８０２０｣

運動を推進します。

くう
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(２)持続可能な食を支える食育の推進

①食と農の連携や食文化の継承を通じた食育

【考え方】

○食に対する感謝の気持ちを深めていく上で、食を生み出す場としての農林漁業に関する理解を進

めることは重要であるため、生産者と消費者の交流・連携を進めます。

また、長い年月を経て形成されてきた地域特有の食文化を次世代に継承していくために、多様

な関係者による食育活動を充実させていくことが必要です。

【取組】

○地産地消

・地産地消を推進するため、町内量販店や直売所などが開催する地産地消フェア等の取組を支援

します。

・学校給食において、関係者と連携して、地場産物を活用した食育を推進します。

・生産者や販売店の関係者が、幼稚園、保育園、学校で行う食農体験の取組を支援します。

・地場産物の情報発信のための取組を推進します。

○農業の体験

・野菜や果物の栽培体験がない割合は、未就学児童で12.9％、小学生で5.7％、中高校生で19.5％

となっていることから、体験者を増やす取組を進めます。

○収穫・調理・食事の一体的な取組

・アンケート調査結果で要望が非常に多かった親子クッキングについては、必要な情報が確実に

届くよう周知方法の工夫をしたり、開催方法の検討をし、活動の充実を図ります。また、調

理・食事と収穫体験を合わせた取組を検討します。

資料：健康増進計画策定アンケート
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②環境に配慮した食育

【考え方】

○本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品ロスを削減することは、環境の保全に大きく

貢献します。

また、環境に配慮した農林水産物や食品を選ぶことは、環境への負荷を減らし、持続可能な食

料システムの構築につながります。

【取組】

○食品ロス削減に向けた取組の推進

・食品ロス削減のために行動している割合の目標値70％に対し、成人では63.2％にとどまってい

ます。このことを踏まえ、事業者、行政等が連携し、環境教育や消費者教育等を実施するとと

もに、町民に対して食品ロス削減の３つのポイント｢買いすぎない｣、｢使いきる｣、｢食べきる｣

を啓発します。

・食育に関する教室で、エコクッキングや食品ロスについての知識を普及します。

○食品リサイクルの推進

・食品廃棄物や食品ロスの排出量の削減を優先的に行い、排出を抑制することができない場合は

再生利用を促します。

・堆肥化や飼料化などの先進事例を町民に紹介し、食品リサイクルに対する理解を促します。

○環境教育等支援事業

・小学校にて食品ロス削減を目的とした周知活動を実施します。
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③食の安全・安心の実現に向けた食育

【考え方】

○健全な食生活の実践のためには、食生活や健康に関する正しい知識を持ち、自ら食を選択してい

くことが必要です。県や関係団体と連携し、食品の安全性に関する情報が適切に提供されるよう

取り組みます。

また、災害発生時であっても、健全な食生活の実践ができるよう食料品の備蓄の啓発や支援体

制の整備に取り組みます。

【取組】

○食の安全・安心に関する情報提供の推進

・県、学校給食を含む事業者と連携と取りながら、森町の広報誌やホームページを通じて、食の

安全・安心に関する必要な情報を町民に提供していきます。

○災害時の備え

・災害時に備えた食料や飲料の備蓄準備をしている割合は成人で63.6％にとどまっています。こ

のことを踏まえて、イベント等における啓発チラシ配布や、ホームページ・広報誌等を通じ、

家庭内の水・食料等の備蓄の重要性について、粘り強く継続的に啓発します。
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(３)食を支える環境づくり

食育推進の体制づくり

○連携体制整備

県や事業者と連携しながら、食育活動を推進する人材である管理栄養士や栄養士等の専

門職の育成・配置を進めていきます。

○リスクコミュニケーションの充実

食に関わる関係者間の相互理解を深めるため、各種会合を通じて、消費者や関係者等と食品の

リスクや食品表示の活用に関する情報・意見交換を行う機会を作ります。

○食育月間・食育の日の推進

食育月間(６月)、食育の日(毎月19日)を活用したイベントの実施、望ましい食生活に関する普

及・啓発を行います。

○企業・団体への支援

企業等と連携して、地産地消を含めた食環境整備を進めます。
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①計画の周知

本計画の内容を広く町民に周知・啓発するため、広報もりまちや森町ホームページなどを通じ

て計画の内容を公表します。

また、食育の各種事業やイベント、健診(検診)などの機会を通じて、計画で示す町の方針や今

後の取組などのＰＲを図ります。

②連携と協働

本計画の推進と目標の達成に向けて連携と協働が必要です。

様々な関係機関や団体とのつながりを持ち、健康づくりのために積極的な働きかけをしていき

ます。

家庭

家庭生活･家庭

教育を通した

食育

地域

町内会･ボラン
ティア･保健委員･

食推協など

世代間交流、地域
のふれあいを通じ
た伝統料理や食文

化の伝承

生産者･販売者

JA遠州中央･生産
者食品関連事業者

など

食に関する情報や
安全安心な食材の

提供

医療機関

医師会･歯科医師
会など

町民が健康な生活
を送るための支援

行政

町民が食育への関
心を高め主体的に
実践できるよう、
関係機関と連携し、
食育推進に向けた

取組を行う。

保育園･幼稚園･

学校

食に関する指導及
び保護者への情報

発信

食育に関する連携と協働

(１)計画の推進

４ 計画の推進
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①計画の進行管理体制

計画を効果的かつ着実に推進するためには、“ＰＤＣＡサイクル”[計画(Plan)→実施・実行

(Do)→点検・評価(Check)→処置・改善(Action)]を確立し、継続的に計画の進行管理を実施して

いく必要があります。

本計画の施策を効果的に推進していくため、｢森町食育推進連絡会｣において、本計画の推進状

況の確認と評価を定期的に審議し、計画の進行管理を行っていきます。

②計画の評価

本計画は、評価指標と目標値を設定し、それらの指標が達成できるよう、毎年取組内容の確認

を行っていきます。

計画の中間年度となる令和12年度には園や学校等の調査、特定健康診査結果や事業アンケート、

取組内容等で実態を把握・評価し、その結果をもとに食育をめぐる諸情勢の変化などを加味し、

目標や取り組みの見直しを行います。

また、最終年度である令和18年度に最終評価を行います。設定した目標の達成状況を把握し、次

に目指していくべき方向性を見出していきます。

本町を取り巻く環境等の大きな変化が生じた場合には、評価年度にかかわらず、必要に応じて

見直しを行います。

ＰＤＣＡサイクルのイメージ

・施策の推進

・施策の進捗評価

・計画の立案・策定

・改善策の検討

計画に沿って施策

を行う。

施策の実施が計画

に沿っているかど

うかを確認する。

従来の実績や将来

の予測等を基にし

て計画を作成する。

実施が計画に沿って

いない部分を調べて

改善する。

③推進体制

基本理念の実現に向けて、町民、地域、行政などの果たすべき役割を明確にするとともに、実

効性のある推進体制を構築していきます。

(２)進捗管理



５ 第３次森町食育推進計画の数値目標
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第２次森町食育推進計画の結果を踏まえて本計画の目標値を設定し、健康増進に取り組んでいきま

す。

指標
現状値

(令和５年度)
令和18年度
目標値

学校で農業体験をしている小・中学生の割合 100% 100%

学校で調理体験をしている小・中学生の割合 100% 100%

朝食を毎日食べる幼稚園年長児の割合 100% 100%

朝食を毎日食べる小学６年生の割合 97% 100%

朝食を毎日食べる中学２年生の割合 98% 100%

朝食を毎日食べる高校生の割合 92.8% 100%

朝食をいっしょに食べる家族がいる幼稚園年長児の割合 70% 100%

朝食をいっしょに食べる家族がいる小学６年生の割合 67.8% 100%

朝食をいっしょに食べる家族がいる中学２年生の割合 43.3% 100%

適正体重を維持している小学５年生の割合 83.8% 100%

適正体重を維持している中学１年生の割合 90% 100%

メタボリックシンドローム該当者の成人男性の割合 22.4% 12%以下

メタボリックシンドローム該当者の成人女性の割合 8.8% 5%以下

低栄養傾向(ＢＭＩ20以下)の高齢者(65～74歳)の割合 22.1% 20%以下

食品ロスのために何らかの行動をしている人の割合 64.2% 100%

災害時に備え、３日以上の食料を備蓄している町民の割合 69.8% 85.0%



１ 森町健康づくり推進協議会等の開催経過
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資料編

年月日 会議等 内容

令和６年９月６日 ～

令和６年９月24日
健康や食育に関する町民アンケート調査

令和６年12月17日 第１回森町健康づくり推進協議会
アンケート調査結果、

計画骨子(案)

令和７年１月10日 ～

令和７年１月24日
パブリックコメントの実施

計画の素案に対する意見

について

令和７年２月６日 第２回森町健康づくり推進協議会 計画最終案の審議・承認

２ 森町健康づくり推進協議会 委員名簿

No. 職名 氏名 所属等

１ 会長 太田 康雄 森町長

２ 委員 野口 和英 森町教育長

３ 委員 木村 雅芳 静岡県西部保健所長

４ 委員 中村 昌樹 公立森町病院院長

５ 委員 岩谷 信行 森町医会代表

６ 委員 山本 豪 森町歯科医師会代表

７ 委員 野口 勉 森町町内会長連絡協議会代表

８ 副会長 佐竹 篤郎 森町シニアクラブ連合会会長

９ 委員 森下 妙子 森町保健委員会代表

10 委員 奥宮 幸子 森町健康づくり食生活推進協議会会長

11 委員 岡田 スミヱ 森町消費者クラブ会長
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用語 説明

お

お達者度
静岡県内市町の介護認定の情報、死亡の情報をもとに、生命表を用いて算出した指標で65
歳から元気で自立して暮らせる期間を算出したものです。

オーバードーズ 医薬品を決められた量を超えて、たくさん飲んでしまうことをいいます。

オーラルフレイル むせる、食べこぼす、かめない食品が増えたなど、高齢期の口腔機能の衰えのことです。

く クーリングシェルター
適当な冷房設備を有する等の要件を満たす施設を、誰もが利用できる暑さをしのげる施設
として、市町村長が指定した施設です。

け 健康経営

｢健康経営｣とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。
企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向
上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。
※健康経営は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

こ

行動変容
行動変容とは言葉の表すとおり、人の行動が変わることを指します。行動変容は少しずつ
段階を経ていくことが一般的であり、｢無関心期｣→｢関心期｣→｢実行期｣→｢維持期｣という
５つのステージを通ると考えられています。

合計特殊出生率
15歳～49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一生の間に出産す
るこどもの人数です。

さ

サロン
高齢者等が、身近な場所で気軽に集まり、楽しくふれ合いを深めて交流することができる
場のことです。

産婦健康診査
産後の身体的回復の確認や精神状態の評価を行うことを目的に産後約２週間と１か月間に
実施する健康診査のことです。

ち 地産地消
地域で生産された農林水産物をその地域で消費する取り組みのことです。これにより、安
心・安全な食品提供や食料自給率の向上、地域活性化が期待されます。

と

特定健診(特定健康診査)
生活習慣病の予防のために、対象者(40歳～74歳)の方にメタボリックシンドローム(内臓
脂肪型肥満)に着目した健診を行います。

特定保健指導

内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっておる生活習慣を改善するための保健指導を行
い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的として
います。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高
さに応じて、レベル別(｢動機付け支援｣・｢積極的支援｣)に分かれます。

ひ 標準化死亡比
人口構成の違いを除去して死亡率を比較するための指標です。人口10万人あたり標準化死
亡比が100以上の場合は、基準となる集団よりも死亡率が高く、100以下の場合は低いと考
えられます。

ふ フッ化物 生えたばかりの歯に利用すると、歯質が強化され、むし歯予防の効果が期待できます。

へ 平均寿命
０歳時点の平均余命で、すべての年齢の人の死亡率をもとに計算しており、その時点の集
団全体として｢何歳まで生きられるかの平均的な年数｣をいいます。

ほ 保険者 保険料(税)の徴収や保険給付等を行い、健康保険事業を運営する法人や団体のことです。

め メタボリックシンドローム
内臓脂肪症候群とも言われています。内臓脂肪型肥満に加えて高血糖、高血圧、脂質異常
のうち２つ以上を合併した状態のことです。放置すると、動脈硬化を促進し心筋梗塞や脳
梗塞などを起こす危険性が高まります。

ゆ 有所見 検査の結果、何らかの異常(検査基準値を上回っている等)が認められた状態のことです。

ら ライフコースアプローチ
胎児期から高齢期までの人生を切れ目なく考え、社会的・経済的な状態、栄養状態、精神
状態、生活環境などにも着目して考えることです。

れ レセプト 医療機関が保険者に提出する診療報酬請求明細書の通称です。

ろ ロコモティブシンドローム
運動器症候群。骨や関節、筋肉などの運動器(骨・関節・筋肉・靭帯・神経などの運動に
関わる器官や組織の名称)の働きが衰えることにより、普段の生活における自立度が低下
し、寝たきりや要介護になる危険性が高い状態のことです。

Ｂ ＢＭＩ 体格を表す指数で、体重(kg)÷身長(m)の２乗で算出し、標準は18.5以上25未満です。

Ｇ ＧＦＲ

ＧＦＲ(糸球体ろ過量：Glomerular Filtration Rate)は腎臓の機能を示す指標です。腎臓
の中にある毛細血管の集合体である｢糸球体｣が１分間にどのくらいの血液をろ過して尿を
作れるかを示す値です。ＧＦＲが１分間に60ml未満の状態と、尿たんぱくが出るなど腎障
害がある状態のうち、いずれかまたは両方が３か月以上続くとＣＫＤ(慢性腎臓病)と診断
されます。

Ｈ ＨｂＡ１ｃ(ヘモグロビンＡ１ｃ)
赤血球中のヘモグロビンのうち、どのくらいの割合が糖と結合しているかを示す検査です。
過去１～２か月の血糖値の平均を反映して上下するため、血糖コントロールの目安となる
検査です。

３ 用語解説集

くう
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